
 

東日本旅客鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社の旅客運賃の 

上限変更（計算方法及び適用方法の変更）に関する意見募集の結果について 

 

 

令和７年９月２６日 

国土交通省関東運輸局 

国土交通省中部運輸局 

 

   

国土交通省関東運輸局及び中部運輸局では、令和７年８月４日（月）から令和７年８月

１８日（月）まで、東日本旅客鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限

変更認可申請について、e-GOVを通じてご意見を募集し、また、関東運輸局及び中部運輸局

のホームページ上にて意見の募集について周知しました。 

 意見募集の内容に関連するご意見は ５９件 でした。 

 お寄せいただいたご意見とそれに対する考え方について、別紙のとおり公表します。 

皆様のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

  国土交通省関東運輸局鉄道部監理課 

  電話：０４５－２１１－７２３９ 

 

  国土交通省中部運輸局鉄道部監理課 

  電話：０５２－９５２－８０３０ 



 

 

 

 

東日本旅客鉄道株式会社及び東海旅客鉄道株式会社の旅客運賃の 

上限変更（計算方法及び適用方法の変更）に関する意見募集において 

提出されたご意見及びそれらに対する考え方 

 

 

○パブリックコメント意見提出数：５９件 

○意見募集期間：令和７年８月４日（月）～令和７年８月１８日（月） 

 

項番 提出されたご意見 ご意見に対する考え方 

１ 良いと思う。 

計算方法が変わった事によって利益率などの指標

が上がれば他のサービスにも役立つことができる。 

また、違う路線なのに同じ料金で計算するのは、

不公平だし、それによって黒字や赤字になってしま

ったりするには良くないと思うから。 

本件申請に賛成のご意見として承ります。 

２ 全体として 

１ 本件申請は令和 7 年 8 月 1 日に提出されている

ところ、本件申請の前提となる、東日本旅客鉄道

株式会社に対するに鉄道旅客運賃上限変更認可処

分はまさしく同日に提出されている。 

本件申請の提出は、前記処分のあった直後に提

出されたのか、それとも、前記処分のあることを

停止条件として申請のあったものか。 

 

２ 令和 7 年 8 月 1 日になされた、東日本旅客鉄道

株式会社に対するに鉄道旅客運賃上限変更認可処

分の同日中に、東海旅客鉄道株式会社が本件申請

を行うことができるというのは極めて不自然であ

るが、国交省（本局ないし中部運輸局）は、事前

に前期申請に対する処分の審査状況を第三者たる

東海旅客鉄道株式会社に伝えていたのか。 

 

３ 本件申請は、地方運輸局長に対しなされてい

る。 

鉄道事業法及び同法施行規則 71 条 6 号を読む限

り、申請者らにかかる処分の権限は国土交通大臣

から委任されていないように読めるが、本件申請

に係る処分（鉄道事業の旅客の運賃の上限変更認

可申請のうち、計算方法及び適用方法の変更にか

１について 

 本件申請は、国土交通大臣の認可処分後に提出さ

れたものであります。 

 

２について 

 国から申請者の JR東海に対し事前に情報を伝えた

事実はございません。 

 

３について 

 鉄道事業法施行規則第 71 条第 1 項第 6 号ロが根拠

となります。 

 

４について 

 申請者の JR東日本より提出のあった収入原価総括

表は本件申請に係る収入及び支出も包含されており

ます。 

 

５について 

申請者の JR 東日本によると、運賃改定内容及びこ

れに伴う制度変更内容の告知については、自社ホー

ムページやポスター・パンフレットで今後詳細に周

知していくほか、会社間境界付近のエリア等、JR 他

社と跨る旅客が多く想定される箇所については、他

社エリアでの周知についても検討していくとのこと



 

 

かるもの）の権限を地方運輸局長に委任している

根拠を示されたい。 

 

４ 鉄道事業法施行規則 32 条 3 項によれば、運賃上

限変更認可申請にあたっては（計算方法及び適用

方法の場合を特段除外することなく）原価計算書

その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎を記

載した書類を添付することを求めている。 

しかし、東日本旅客鉄道株式会社から提出され

ている申請書には、単に全線の収入原価総括表が

添付されているのみで、本件計算・適用方法の変

更に関する算出の基礎を記載した書類が添付され

ているとはいえないが、本件東日本会社の申請は

適法か。 

 

５ 本件申請にかかる運賃計算・適用方法の変更

は、相当に複雑な規範を定めるものと思われる。 

鉄道局及び申請者らとしてどのように周知され

るのか、見解を伺いたい。 

 

東日本旅客鉄道株式会社の申請について 

６ 別紙１の中で、東海旅客鉄道株式会社の運営す

る東海道新幹線について、東海道新幹線、東海道

本線（新幹線）、東海道本線（新幹線）の表記揺れ

が見受けられるが、統一しないのか。 

申請者の見解を伺いたい。 

 

７ 別紙１及び別紙２のうち、「I 当社線内のみを利

用する場合」としている区間で、東海道新幹線

（東京・品川間）を含んでいるが、問題ないの

か。 

 

８ 別紙１「1 特定区間における営業キロ等の計算

方」について、「新大阪～新幹線～（太線区間）～

総武線～千葉」と移動する際に、 

（１）「新大阪～新幹線～品川～山手線外回り～秋

葉原～総武線～錦糸町～千葉」と移動する場

合には、「品川～代々木～秋葉原～錦糸町」と

短絡する営業キロで計算するのであって、「品

川～東京～錦糸町」と短絡するのではないと

いうことでよいか。 

（２）「新大阪～新幹線～東京～山手線外回り～秋

です。 

また、JR 旅客各社が共同編集して主な駅に配備し

ている「JR 時刻表」等の媒体での周知も行う予定と

のことです。 

関東運輸局及び中部運輸局としましては、各事業

者の運賃施策に関して個別に周知することはいたし

ませんが、いずれにしましても利用者に対する周知

は丁寧に行うよう引き続き指導してまいります。 

 

６について 

申請者の JR 東日本によると、路線名の記載は適用

方に疑義が生じないように規定を行っているが、記

載の統一については今後検討を行っていきたいとの

ことです。 

 

７について 

申請者の JR 東日本によると、特定都区市内制度に

関しては、従前より自社線内のみ及び JR 他社に跨る

場合ともに適用を行っているとのことです。 

このような場合においては、「Ⅰ当社線内のみを利

用する場合」に規定した上で、「Ⅱ 当社と北海道旅

客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客

鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客

鉄道株式会社の営業線を連続して乗車する場合の旅

客運賃・料金の計算方法並びに適用方法」の「旅客運

賃計算上の営業キロ等の計算方」等において、営業キ

ロ又は運賃計算キロを用いて旅客運賃を計算する場

合は、各会社の営業キロ等を通算して計算すること

を規定していることから、特定都区市内制度につい

ては JR他社跨り時においても適用する整理としてい

るとのことです。 

 

８について 

（１）について、申請者の JR 東日本によると、大阪

方面から東海道新幹線を品川駅で乗り換えて、秋葉

原から総武線千葉駅まで乗車する場合、現行と同様、

特定区間の入口駅である品川駅から出口駅である錦

糸町駅までの最短経路である「品川～（東海道本線）

～東京～（総武快速線）～錦糸町」のルートで運賃計

算を行うとのことです。 

（２）について、申請者の JR 東日本によると、大阪

方面から東海道新幹線を東京駅で乗り換えて、秋葉



 

 

葉原～総武線～錦糸町～千葉」と移動する場

合には、「東京～錦糸町」と短絡する営業キロ

で計算するということでよいか。申請者の見

解を伺いたい。 

 

９ 別紙１「2 東京都区内にある駅に関連する区間

の営業キロ等の計算方」について、「名古屋～新幹

線～品川～東海道線～新橋」と移動するにあたっ

ては、 

（１）「名古屋～新幹線～品川～新幹線～東京」と

して営業キロを計算するということでよい

か。 

（２）上記の際、有効な新幹線特急券を所持して

いる前提で、「名古屋～新幹線～品川～東海道

線～新橋」と移動することも、「名古屋～新幹

線～東京～東海道線～新橋」と移動すること

も可能であるか。 

 

１０ 別紙１II「東海道新幹線と東海道線は線路が

異なるものとして営業キロ等を計算する。」とあ

るが、 

（１）「品川～新幹線～東京～東海道線（京浜線）

～田町」という乗車券も発売するという認識

でよいか。 

（２）ここにいう「東海道新幹線と東海道線」は

あくまで熱海～東京間のみを指しているとい

うことでよいか。 

 

１１ 令和 6 年 12 月 6 日の上限運賃変更認可申請時

と収入原価総括表が同一の数値であるが、本件

申請により、収入・原価の増減が全くないとい

うことか。 

東海旅客鉄道株式会社が機器回収の費用を計

上していることを踏まえ、運輸局及び申請者の

見解を伺いたい。 

 

１２ 「旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方

法及び適用方法」の新旧対照表は添付されてい

るが、その全文は公開されているか。また運輸

局は受け取っておられるか。 

 

東海旅客鉄道株式会社の申請について 

原から総武線千葉駅まで乗車する場合、特定区間の

入口駅は東京駅となるため、東京駅から出口駅であ

る錦糸町駅までの最短経路である「東京～（総武快速

線）～錦糸町」のルートで運賃計算を行うとのことで

す。 

 

９について 

（１）について、申請者の JR 東日本によると、品川

まで東海道新幹線を利用する場合には、中心駅であ

る東京駅まで東海道新幹線経由で運賃計算を行うと

のことです。 

（２）について、申請者の JR 東日本によると、当該

乗車券は「名古屋市内⇒東京都区内」の乗車券である

ため、現行と同様、発着の特定都区市内のいずれの駅

までも有効であり、東京駅から折返して新橋駅まで

乗車することは可能とのことです。 

 

１０について 

申請者の JR 東日本によると、いずれもご認識のと

おりで間違いないとのことです。 

 

１１について 

申請者の JR東日本より提出のあった収入原価総括

表は、令和 6 年 12 月 6 日の申請時と同じものであり

ますが、当時の申請時点より本件申請に係る収入及

び支出も包含されております。 

 

１２について 

申請者の JR 東日本によると「旅客運賃・料金並び

に運賃・料金の計算方法及び適用方法」全文について

は公開されておりません。 

なお、関東運輸局としましては、その全文は受け取

っておりません。 

 

１３について 

申請者の JR 東海によると「旅客運賃・料金並びに

運賃・料金の計算方法及び適用方法」全文については

公開されておりません。 

なお、中部運輸局としましては、その全文は受け取

っておりません。 

 

１４について 



 

 

１３ 「旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方

法及び適用方法」の新旧対照表は添付されてい

るが、その全文は公開されているか。また運輸

局は受け取っておられるか。 

 

１４ 別紙新旧対照表のうち「第５の２（３）(まる

１)」に記載の「東海道新幹線と東海道本線」は

あくまで熱海～米原間を指しているということ

でよいか。 

 

１５ 別紙新旧対照表のうち「第５の２（３）(まる

２）」に列挙されている区間は、従前の取り扱い

と一緒であるか。 

 

１６ 別紙新旧対照表のうち新の「第５の４」の記

載は 

（１）従前の取り扱いと異なるか 

（２）従前の取り扱いと異なるのであれば例を示

されたい 

 

１７ 申請者は「当社の収入を増加させる要素はな

い。」としているが、本件運賃変更の変更によ

り、今までより在来線と新幹線で価格差が縮ま

ることとなる。 

すると、新幹線（熱海～東京間）に逸走する

利用者が充分あり得ると思われるが、運輸局と

して、申請者の見解は妥当しているものとして

考えているか。また、申請者として本意見につ

いて見解を述べられたい。 

 

１８ 「機器改修費用として 397 百万円を見込む」

としていることについて 

（１）本件費用は東日本旅客鉄道株式会社の都合

で発生している費用と認められるが、両社間

で費用の調整等は行われているか。 

（２）平年度は 2026～2028 年度となると思われる

が、運輸局としての見解を述べられたい。 

 

JR 他 4 社について 

１９ JR 他 4 社（北海道、西日本、四国、九州）に

おいても、「当社と JR 他 5 社の鉄道（及び航

路）の営業線を連続して乗車（船）する場合の

申請者の JR 東海によると、「第 5 の 2（3）①」は、

「Ⅰ 当社線内のみを利用する場合」における運賃・

料金の計算方法及び適用方法を定めたものであり、

同箇所の「東海道新幹線」は東京・新大阪間を指し、

「東海道本線」は熱海・米原間を指しているとのこと

です。 

 

１５について 

申請者の JR 東海によると、従前「別に定める」と

していた内容を明記したものであり、取扱いを変更

するものではないとのことです。 

 

１６について 

申請者の JR 東海によると、従前の取扱いと異なる

ことはないとのことです。 

 

１７について 

申請者の JR東海によると、今回の申請による東京・

熱海間における JR東日本からの転移は僅少と想定し

ていることから、増収は見込んでいないとのことで

す。 

 中部運輸局としましては、今般の申請については

鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、鉄道事業の収支

により、能率的な経営の下における適正な原価に適

正な利潤を加えたものを超えないものであるかどう

か審査して認可いたしました。 

 

１８について 

（１）について、「新会社がその事業を営むに際し当

分の間配慮すべき事項に関する指針」（平成 13 年 11

月 7 日国土交通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべ

き事項」において、JR 各社に跨がって乗車する場合

の運賃・料金について、「通算制」及び「遠距離逓減

制」とするよう定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細につ



 

 

旅客運賃・料金の計算方法並びに適用方法」が

変更されることとなるが、各社より申請等はな

いのか。 

いては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

（２）について、平年度は、原則 2026～2028 年度の

3 年間となりますが、今般の申請については、運賃収

入の増加を目的とせず、平年度も含めて今後も総収

入が増加しないものと考えております。 

 

１９について 

JR 東日本以外の各社と JR 東日本を跨ぐ場合にお

ける通算加算方式に関して、JR 他 4 社は鉄道事業法

第 16 条第 1 項に基づき本社所在地を管轄する各地

方運輸局に申請を行うことが必要になると考えてお

りますが、詳細は把握しておりません。 

３ 1.70 条区間から東海道新幹線東京・品川間を除外 

→中央線を利用するために東京駅で降りると渋谷

経由より高い運賃に？ 

2.東京都区内及び山手線内の適用がある場合は東

京・品川間は品川まで新幹線なら新幹線、在来線な

ら在来線扱い 

→該当しない総武線市川方面へは品川で降りると

高い運賃に？ 

であっていますか？ 

１について 

 申請者の JR 東日本によると、ご指摘のとおり、新

横浜以西から東海道新幹線を利用して中央線方面に

向かう場合、品川乗換の場合と東京乗換の場合とで

は運賃計算経路が異なるため、距離の長い東京乗換

の方が運賃が高くなる場合があるとのことです。 

 

２について 

申請者の JR 東日本によると、ご指摘のとおり、

東海道新幹線を利用し、総武線市川方面まで利用す

る場合の乗車券については、品川乗換の場合と東京

乗換の場合とで東日本利用区間の距離が異なるた

め、東日本利用区間の距離が長い品川乗換の方が運

賃が高くなる場合があるとのことです。 

４ 今回の制度変更により、東京～熱海間で「売り分

け」が行われることについては、既に認可されたも

のであり、制度上やむを得ない措置であると理解し

ております。 

しかしながら、その結果として発生する機器改修

費用のうち、東海旅客鉄道株式会社（以下「東海会

社」）が 3 億 9700 万円もの費用を負担する構造には

重大な問題があると考えます。 

今回の「売り分け」は、あくまで東日本旅客鉄道

株式会社（以下「東日本会社」）側の増収を目的とし

た一方的な値上げが背景にあり、東海会社より提出

された申請書でも、「東海道新幹線のみを利用する場

合の運賃の変動はなく、また、同区間内における東

海道新幹線と東海道本線をまたがって利用する場合

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細につ



 

 

の運賃についても、当社の収入を増加させる要素は

ない」と明記されております。 

すなわち、東海会社には収益の増加が一切見込め

ないにもかかわらず、多額の機器改修費用を負担さ

せられるというのは極めて不合理であり、これは鉄

道事業者間の公平性を著しく損なうものです。 

加えて、最終的にはこうした費用も運賃・料金・

サービスといった形で利用者に転嫁されることは明

らかであり、東日本会社による値上げが間接的に東

海会社利用者にまで負担が及ぶ構図は容認できませ

ん。 

特に今回の運賃改定においては、一部区間では

25％前後の大幅値上げが行われる見通しであり、東

日本会社には十分な収益増が見込まれています。そ

の一方で、収入増加の恩恵がない東海会社が不当な

費用負担を強いられるのは「受益者負担の原則」に

反するものです。 

よって、以下の措置を強く求めます。 

１ 今回の売り分けに伴うシステム・機器改修費

用については、他社分を含め東日本会社が全額

を負担すること。 

２ JR グループ各社間の費用分担にあたっては、

「受益者負担の原則」と「対等な協議」を制度

として担保すること。 

３ 利用者への負担増となる制度改変について

は、費用構造の透明化と事前説明責任を徹底す

ること。 

 

利用者の立場として、制度の透明性および費用負

担の公平性の確保を強く要望いたします。 

いては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

なお本ご意見につきましては、申請者の JR 東日

本及び JR 東海へお伝えいたしました。 

 

５ 【東日本旅客鉄道株式会社に対する意見】 

１．利用者の不利益と混乱を招く申請である  

本申請の骨子は、従来「同一の線路として取扱

い」を行ってきた東海道新幹線と東海道本線（東京

～熱海間）を「別の線路として取扱いを行う」こと

にあります 。 

これは実質的な運賃計算方法の変更であり、多く

の場合、利用者の負担が増える結果となります。 

収入原価総括表においても、平年度 3 年間で約

2,773 億円もの旅客運賃収入の増加が見込まれてお

り、これが利用者に転嫁されることは明白です。 

公共交通機関として、利用者の利益に資するどこ

１．について 

申請者の JR 東日本によると、東海道新幹線と東海

道本線の東京・熱海間は、これまで運行主体が異なる

ものの同一の線路として取り扱っておりましたが、

JR 東日本の運賃改定実施に伴い運賃水準が異なるこ

とから、別の線路として取り扱うこととしておりま

す。 

なお、別線化に伴って運賃改定前と一部乗車券の

打切り方法に変更が生じますが、利用者に対して不

利益をもたらす改定ではないと考えているとのこと

です。 

関東運輸局としましては、今般の申請については



 

 

ろか、明確な不利益をもたらす申請は認可されるべ

きではありません。 

 

２．制度の複雑化と分かりにくさの助長 

国鉄分割民営化以降、JR 各社がそれぞれ独自の運

賃・料金制度を設けた結果、日本の鉄道運賃は利用

者にとって極めて複雑で分かりにくいものとなって

います。 

本申請は、この混乱に拍車をかけるものです。 

特に、JR 他社との連絡輸送における計算方法の変

更は、ただでさえ運賃計算をさらに複雑化させ、利

用者が最適な乗車券を自ら選択することを一層困難

にします。 

 

３．鉄道事業者の都合の利用客への一方的な押し付

け ・「別線扱い」とする理由の説明不足  

申請書には「上限運賃が変更されたため東海道新

幹線と東海道本線を別線路として扱う必要がある」

と記載されているが、なぜ事業者間の都合によっ

て、長年維持されてきた運賃計算ルールが変更さ

れ、その負担を利用者が一方的に負わなければなら

ないのか、明確な記載がない。 

利用者の利便性に関する視点を著しく欠いた、事

業者本位の姿勢には強い疑問を抱かざるを得ませ

ん。 

なぜ「同一線路」という長年の慣例を変更する必

要があるのか、その背景や経緯に関する利用者が納

得できるだけの十分な説明がなく、このような利用

者に不利益となる申請を行うのか、その理由が明確

でないままの認可は納得できない。 

 

４．度重なる負担増への強い懸念  

JR 東日本は近年、首都圏における特急列車の全席

指定席化による実質的な値上げや、本申請の実施予

定日である 2026 年 3 月と同時期に予定されている首

都圏での運賃値上げなど、既に多くの場面で利用者

への負担増を求めています。本申請による増収は、

これらの施策に上乗せされるものです。 

企業の収益改善努力は理解できるものの、その手

段が利用者の負担に過度に依存していることは問題

であり、公共交通を担う事業者としての社会的責任

を放棄していると言っても過言ではありません。 

鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、鉄道事業の収

支により、能率的な経営の下における適正な原価に

適正な利潤を加えたものを超えないものであるかど

うか審査して認可いたしました。 

 

２．及び５．について 

JR 各社を跨がる場合の運賃の設定については「新

会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事

項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交通省告

示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」において、

JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金につい

て、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよう定め

られています。 

このため、申請者の JR 東日本によると、JR 他社

に跨がる場合、運賃水準が異なることになるため、

JR 東日本区間の利用距離に応じて、基準額（改定前

の運賃）と改定後の運賃との差額を加算額として設

定するとのことです。 

 

３．について 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、

変更が可能とのことです。 

 

４．について 

申請者の JR 東日本によると、1987 年の国鉄分割民

営化による会社発足以来、消費税率の改定等を除き、

現在の運賃水準を維持してきたところである一方、

オンライン会議やテレワーク等の新しい生活様式の

定着に伴う鉄道利用の減少や、昨今のエネルギー価

格や物価高騰による経費の増加、沿線人口の更なる

減少、人材確保・定着に向けた待遇改善等により、今

後も厳しい経営環境が継続する見込みとのことで

す。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向上、老

朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカー



 

 

５．JR 他社との連絡運輸における問題 

本申請は、JR 東日本と JR 他社（特に JR 東海）と

の関係に起因する問題を利用者に転嫁するもので

す。 

東海道・山陽新幹線以外の特急料金の打切計算な

ど、分割民営化の弊害ともいえる制度が既に利用者

の負担となっているが、今回の措置はそれをさらに

拡大させるものです。 

事業者間の調整は事業者間の責任において行うべ

きであり、そのコストを利用者に負わせるべきでは

ありません。 

利用客は JR 各社の都合など、何ら関係がないため

である。 

以上の理由から、本申請は、利用者の利便性や利

益を著しく損なうものであり、断固として反対しま

す。 

貴職におかれましては、利用者の声を真摯に受け

止め、賢明なるご判断を下されるよう、重ねて強く

要請いたします。 

ボンニュートラル等に対応する設備投資や修繕等に

必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題

となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実

に実施するため、同社の経営努力を前提として令和

6 年 12 月 6 日に運賃の上限変更について認可申請を

したものであり、令和 7 年 8 月 1 日に国土交通大臣

に認可をいただいており、ご理解いただきたいとの

ことです。 

６ JR 東日本の運賃改定がやむを得ない理由は理解で

きます。 

しかし、今まで東京から熱海までの間で乗車券の

変更手続きなく新幹線経由と在来線経由を自由に選

択することができましたが、それができなくなるこ

とは旅客の利便性を大きく損なうものであると考え

ます。 

たとえば、「運賃改定後に運賃の高い側となる在来

線を経由する乗車券を所持していれば、特急券を買

い足せば乗車券の変更手続きなしに運賃の安い側と

なる新幹線を選択乗車できるようにする」など、旅

客の利便性を損なわないための救済措置があってほ

しいと考えます。 

いずれにしても、東京から熱海までの間における

選択乗車という、旅客の利便性を損なわないように

するための救済措置が行われることを望みます。 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、

変更が可能とのことです。 

７ 東日本旅客鉄道が一方的な利益率を上げたいだけ

であり、了承してはならない。 

利用客にメリットも無く、東海旅客鉄道もシステ

ム改修に約 4 億。ありえない。 

東日本旅客鉄道自体がサービス向上だの利用者低

下など理由を色々と片っ端からつけて運賃値上げを

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお関東運輸局としましては、今般の申請につい



 

 

来年 3 月から行うが、利用客少ない線区は廃線にす

るだの好き放題。もはや、利益しか考えていない。 

地方ローカル線が、赤字であろうが他の線区で利

益を取れているのでだからそれを補填して、走り続

けさせるのが鉄道会社の役目なはずである。 

最近は本業をおろかにし不動産業等に手を出して

いる。 

まずは赤字ローカル線をどうしたら存続できるの

かを考えべきである。 

もう少し国土交通省も厳しく東日本旅客鉄道を見

た方が良い。 

運転士が居眠りしオーバーランなど。東北新幹線

は頻繁に故障やトラブルでダイヤ乱れ。安全性に欠

けすぎである。 

ては鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、鉄道事業

の収支により、能率的な経営の下における適正な原

価に適正な利潤を加えたものを超えないものである

かどうか審査して認可いたしました。 

８ 此度の申請、前の申請で怨嗟渦巻くパブリックコ

メントであったその続きと本稿意見者は理解した。 

その上で１点確認であるが、東海旅客鉄道株式会

社側は東日本旅客鉄道株式会社に「巻き込まれた」

形であり、システム改修費３９７百万円がかかる申

請となっている。 

これは東海旅客鉄道株式会社にとっては被害、損

害であり、当然の帰結として東日本旅客鉄道株式会

社へ求償を求めていくとの理解で良いか確認した

い。 

もし、求償を求めない場合、この特別損失ともい

える３９７百万円はどのように株主に対して説明す

るのか。 

この点の記載が無いため、東海旅客鉄道株式会社

側の申請書については不十分と断じざるを得ない。 

なお、東日本旅客鉄道株式会社側については逆に

東海旅客鉄道株式会社からの求償を受け入れるべき

であり、その方向で調整し、申請書にも本来であれ

ば記載すべきであるが、そこまでの時間は今回はな

かったであろうから不問とする。 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細に

ついては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

９ 二（認可申請書においてはローマ数字）１関係。 

東京熱海間を東海道新幹線経由の乗車券（途中下

車可能なものに限る）を購入し、旅行開始後に、同

区間を東海道本線経由で利用のうえ、同本線の各駅

にて途中下車をする場合、差額の精算が必要となる

ことが想定される。この場合、東日本旅客鉄道株式

会社の現行の取り扱いによると、差額収受の上、手

Ⅱ１関係について 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す



 

 

書きの乗車券を発行することとなる。 

しかしながら、同社は同様の事例（経路変更）に

おいて、手書き乗車券の発行を断り、別途乗車（す

なわち、変更開始駅からの運賃を別に収受する）と

して扱い、旅客不利となることが多い。 

二（認可申請書においてはローマ数字）１記載の

認可申請については、従前は同一経路として扱って

おり、上述のような差額精算が発生することはなか

ったものである。 

そのため、できる限り旅客不利とならずかつ同社

の実務においても過大な負荷となることのないよう

な取り扱いをするよう、認可にあたって附款をつけ

ることが適当と考える。 

参考までに、小倉博多間も鹿児島本線と山陽新幹

線は別経路として扱われており、新幹線経由の乗車

券を購入し、旅行開始後、鹿児島本線経由で乗車

し、同本線上の各駅で途中下車する、という同様の

事例がある。 

九州旅客鉄道株式会社は、同区間内の鹿児島本線

各駅に、常備式の区間変更券を設備し、手書きの補

充券を発行することなく取り扱っている。旅客とし

ては差額精算で済み、会社にとっても、区間変更券

に日付印を押して旅客に交付する、という簡易な取

り扱いで済んでいる。 

 

一（認可申請書においてはローマ数字）１（注）

関係。 

これは、現行の同社旅客営業規則７０条にかかる

取り扱いの変更であると読める。 

一（認可申請書においてはローマ数字）１は、た

とえば、新横浜以遠から品川・渋谷・新宿経由で、

中央本線中野以遠までの乗車券を購入した旅客が、

品川・東京・四ツ谷・新宿経由で乗車した場合で

も、最短経路となる品川・渋谷・新宿経由で運賃計

算をするものである。 

この取り扱いから、東海道新幹線中品川東京間を

除外すると次のような場合に東京駅の新幹線乗換改

札口等で精算が発生しうる。 

すなわち、たとえば、新横浜以遠から品川・渋

谷・新宿経由で、中央本線中野以遠までの乗車券を

購入した旅客が、品川・東京・四ツ谷・新宿経由で

乗車した場合は、経路変更となり、差額収受が発生

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

 また、旅行開始後の乗車変更については、運送約

款の定めに基づき適切に取り扱うということです。 

 

Ⅰ１関係について 

申請者の JR 東日本によると、今回の運賃改定に伴

い、東京・品川間において、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことから、旅客営業規則第 70

条に定める特定区間から東海道新幹線の東京・品川

間を除外するとのことです。 

これに伴い、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合がある

とのことです。 

一方で、新幹線と在来線を乗り継ぐ利用者の利便

性を阻害しないよう、関係事業者間で検討していく

とのことです。 



 

 

する。 

この場合も途中下車可能な乗車券であれば、上述

同様、現行は手書き乗車券の発行となる。 

この点についても上述同様、現行の取り扱いを会

社都合により変更するものであるから、できる限り

旅客不利とならずかつ同社の実務においても過大な

負荷となることのないような取り扱いをするよう、

認可にあたって附款をつけることが適当と考える。 

１０ 当該区間における輸送障害発生時などの取り扱い

で混乱が生じないような処置が必須であり。 

その点の確認を国土交通省にて文書にて行うこと

が強く望まれる。 

申請者の JR 東日本によると、今回の運賃改定に伴

い、東京・熱海間において、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うことから、乗車さ

れる経路の乗車券が必要となり、他経路の乗車はで

きませんが、輸送障害時においては、当該線区におけ

る輸送力、運転再開時期、影響規模等を鑑みて、混乱

が生じないように他経路乗車等の取扱いを検討して

いくとのことです。 

関東運輸局としましては、輸送障害発生時におけ

る利用者への周知及び振替乗車等の取扱いについ

て、引き続き適切に行うよう指導してまいります。 

１１ 別線で計算することによる混乱を考慮してほし

い。 

こういう複雑なルールを増やしていけばいくほど

被害を受けるのは利用者です。 

みどりの窓口を減らして指定席券売機とかネット

予約に誘導するのであれば、たかだか数十円程度の

ための難しい制度の導入はせず、値上げするのであ

れば JR 東海も一緒に上げるべきです。 

それこそが利用者にとって使いやすい鉄道なので

はないでしょうか？ 

また、もしこういう別線計算を導入するのであれ

ば、その複雑とみどりの窓口の縮小は相反するもの

であると考えます。 

本当に鉄道を使う人を獲得したいと考えているの

でしょうか？利用者目線に立ってください。 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、

変更が可能とのことです。 

１２ 新幹線と在来線を別線扱いとする運賃制度改正に

関連し、本件を機に、長年見直しがなされてこなか

った EX サービス利用時の品川駅の取扱いについて再

検討を求めたい。 

具体的には、品川・名古屋間の営業キロは

359.2km（6050 円区間）であるが、EX サービスでは

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 



 

 

東京駅起点と見なされた 366.0km（6380 円区間）で

運賃が計算されており、営業キロ上は実際より

6.8km 分余計に運賃を支払っている。 

これは特定都区市内制度が適用される紙の乗車券

においては合理性があるが、EX サービスのように品

川単駅発着が明記されたデジタル乗車券であって

も、東京駅起点で計算される現状は極めて不合理で

ある。 

事実、株主優待割引を利用する場合は、実際の営

業キロ（例：品川・名古屋間 359.2km）で正しく計

算されており、システム上も問題なく対応可能なこ

とが証明されている。 

よって、一般の EX サービス利用者についても、品

川発着の場合は品川からの営業キロで正確に計算す

べきである。 

これは公平性・透明性の観点から見ても、利用者

に対する適切な制度運用といえる。 

加えて、申請書によれば今回の制度変更において

JR 東海は収入の増加が一切ないにもかかわらず、約

3 億 9700 万円もの機器改修費用を負担するとされて

いる。 

これは今回の運賃改定によって利益を得るのは JR

東日本のみであることから、「受益者負担の原則」に

反しており、不合理な財政負担の押しつけに他なら

ず、1 株主としても到底看過できるものではない。 

仮にこの 3 億 9700 万円を JR 東日本側に全額負担

させるのであれば、浮いた費用を原資として、たと

えば 

・EX サービスの品川発着区間における過剰な運賃の

是正 

・利用者還元型の制度見直し（e 特急券の値下げ、

グリーンプログラムの復活等） 

・在来線とのシームレスな制度連携の検討 

といった、実際の利用者に利益が還元される形の

運賃制度是正に資することが可能である。 

したがって、今回の制度改正を単なる技術的変更

と捉えるのではなく、利用者・株主・事業者の三者

が納得できる形での制度是正を図る重要な契機とし

て捉え、運賃の公正・公平性を担保する制度設計へ

の改善を強く提言するものである。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細につ

いては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

さらに、EX サービスを含む特別企画商品の価格は、

所定の旅客運賃・料金をもとに設定しているとのこ

とです。ご指摘の点について、品川・名古屋間及び東

京・名古屋間の所定の旅客運賃は同額であり、これを

EX サービスにも適用しているとのことです。 

その他ご意見につきましては、申請者の JR 東海

へお伝えいたしました。 

１３ なぜ本件において JR 東海からの認可申請が必要な

のか、中部運輸局の見解を問う。 

 本件申請は、鉄道事業法施行規則第 71 条第 1 項

第 6 号ロに定めるその他基本的な旅客運賃計算で軽



 

 

鉄道事業法第 16 条第 1 項には「鉄道運送事業者

は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料

金（以下「旅客運賃等」という。）の上限を定め、国

土交通大臣の認可を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。」と定められ

ているところ、申請書を見る限りでは JR 東海の旅客

運賃等は変更されるものではない。 

新旧対照表からは、新幹線と在来線を同一線路と

して扱うことが認可事項とされているようだが、上

述の鉄道事業法の定めを見てもこのような計算方法

までもが「旅客運賃等の変更」とは言えないのでは

ないか。  

これは法の拡大解釈により事業者に対する規制を

強化しているものであり、不当な扱いではないか。  

内閣法制局の見解を得たうえで、なぜ本件におい

て JR 東海から認可申請を求めたのか明らかにされた

い。 

微なものであることから運輸局長権限の認可申請と

しております。 

１４ この運賃案は JR 東日本東海道線利用者の鉄道によ

る長距離移動に不便を強いる、また混乱を招く運賃

改定です。棄却を願います。 

 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお関東運輸局としましては、今般の申請につい

ては鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、鉄道事業の

収支により、能率的な経営の下における適正な原価

に適正な利潤を加えたものを超えないものであるか

どうか審査して認可いたしました。 

１５ ただでさえ複雑怪奇な運賃体系をさらに複雑する

改訂であり反対する。 

国鉄時代からの現行の運賃制度を小手先の変更を

するよりも抜本的に単純明快な運賃制度にするべき

ではないか。 

申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の

申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、

変更が可能とのことです。 

１６ 東日本旅客鉄道側の資料には増収額が約 264 百万

円で東海旅客鉄道側の資料には収入は 0、支出が 397

百万円の赤字となっているが一方的に東海側が負担

を負うものになっている。 

今回の改訂は東日本側の責によるものである以上

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ



 

 

東日本側が負担すべきではないか。 う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細に

ついては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

１７ JR 東日本区間東海道本線の東京～熱海での運賃値

上げによる上記区間利用者離れやサービス水準が低

下しないように、東海道本線の鉄道サービス（列車

ダイヤなど）のより充実した対応を強く望む。 

具体的には、東海道本線の東京～熱海と JR 東海静

岡エリアや伊東線方面との直通列車と優等列車増発

や接続列車のさらなる充実を行っていただくこと

で、利用者離れを防止していただき、充実した輸送

サービスを提供していただきたいと思う。 

また、JR 東海エリアの駅でも、利用者に分かりや

すいように、JR 東日本東海道本線運賃値上げの情報

を周知していただきたいと思う。 

本ご意見につきましては、申請者の JR 東日本及

び JR 東海へお伝えいたしました。 

１８ 意見 1: 運賃の値上げ自体については致し方ない 

理由 1: 近年鉄道各社が運賃上限変更申請を実施し

2018 年比で約 20%程度の運賃値上げを申請し

ている。 

東日本旅客鉄道は旧日本国有鉄道時代の

1986 年 9 月日から本体価格を値上げしてお

らず、ほとんどのエリアで 4%～10%、山手線

内であっても 16～23%の値上げで、通学定期

はほとんどのエリアで値上げしないことから

非常に良心的と思える。 

300 億円の実質無利息社債を 2 回発行する

ほど資金繰りに行き詰っているようなので、

値上げして救済してほしい。 

できれば届出だけで値上げ可能な在来線特

急料金も値上げしてほしかったところだ。 

 

意見 2: 運賃を求めるのに必要な営業キロを示す資

料がなく、運賃改定資料不備である 

意見１について 

申請者の JR 東日本によると、1987 年の国鉄分割民

民営化による会社発足以来、消費税率の改定等を除

き、現在の運賃水準を維持してきたところである一

方、オンライン会議やテレワーク等の新しい生活様

式の定着に伴う鉄道利用の減少や、昨今のエネルギ

ー価格や物価高騰による経費の増加、沿線人口の更

なる減少、人材確保・定着に向けた待遇改善等によ

り、今後も厳しい経営環境が継続する見込みとのこ

とです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向上、老

朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカー

ボンニュートラル等に対応する設備投資や修繕等に

必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題

となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実

に実施するため、同社の経営努力を前提として令和

6 年 12 月 6 日に運賃の上限変更について認可申請を

したものであり、令和 7 年 8 月 1 日に国土交通大臣



 

 

理由 2: 私鉄が運賃変更上限認可申請を行うにあた

り各駅営業キロ表を提出しているのに、なぜ

旅客鉄道 6 社は起点からの営業キロの提出を

勝手に免除しているのか。 

他の私鉄では必要な書類であるから、旅客

鉄道 6 社が提出しないのは認可申請書類不備

だろう。 

営業キロがわからなければ対キロ区間制運

賃および対キロ運賃を導出できるはずがない

のだから。 

逆に、義務ではないのに JR 以外の鉄道各

社が営業キロ程を提出しているのはなぜなの

か。提出は義務ではない以外の合理的な回答

を求める。 

意見 3:  輸送密度 2,000 人/日未満の線区は全ての

区間において割増の地方交通線運賃を徴収す

べきではないか。 

理由 3:  JR 北海道では輸送密度 2,000 人/日・往復

未満の線区を赤線区および黄線区として指定

しており、JR 東日本でも輸送密度 2,000 人/

日・往復未満の線区について公表している。 

ただ 2024 年時点では 輸送密度 2,000 人/

日・往復未満の線区に地方交通線運賃より割

安な幹線運賃を適用している区間があるし、

赤線区で廃止した幹線も存在する。 

また幹線の運賃値上げは電車特定区間や山

手線内と比べると軽微であることを踏まえる

と輸送密度 2,000 人/日未満の線区は幹線か

ら地方交通線に区分変更し増収を図るべきで

はないか。 

 

意見 4:  成田空港など路線末端の空港駅発着の場

合、さらなる加算運賃または加算料金を徴収

すべきではないか 

理由 4:  そもそも鉄道運賃の認可を必要としている

のは鉄道事業法第 16 条 1項および 2 項の規

定によるものだが、その背景には鉄道は地域

住民の日常利用のためのものであるから値上

げにより市民生活が財務的に苦しくなること

を避けるため、鉄道事業者に必要のない値上

げをしないようにするためと思われる。 

ただ、新千歳空港、関西空港、中部国際空

に認可をいただいており、ご理解いただきたいとの

ことです。 

 

意見２について 

本件申請につきましては、東京・熱海間におい

て、東海道線（在来線）と JR 東海が運営する東海

道新幹線の運賃水準が異なることとなり、別の線路

として取り扱うため普通乗車券の売り分けを行うこ

とによる適用方法及び計算方法を変更するものであ

り、各駅営業キロにつきましては変更事項に含まれ

ないことから添付を省略しております。 

 

意見３～６について 

本ご意見につきましては、申請者の JR 東日本へ

お伝えいたしました。 

 

意見７について 

本ご意見につきましては制度全般を所掌する国土

交通省と共有させていただきます。 

 

意見８について 

申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の

申請に伴い、東海道新幹線を利用し、横浜市内が適用

となる場合の運賃計算については、新横浜駅を中心

とした運賃計算キロを適用し、現行と比較して旅客

不利とならないようにするとのことです。 

なお、本件については、既に認可を得ている上限

運賃の範囲内での設定となるため、今回の申請事案

には含まれておりません。 

 

意見９について 

申請者の JR 東海によると、新幹線定期券は並行す

る在来線にもお乗りいただける商品であり、発売額

は並行する在来線の定期運賃をもとにしているた

め、JR 東日本の運賃改定が認可されて東海道本線東

京・熱海間の定期運賃が値上げされることに伴い、新

幹線定期券についても結果として値上げとなるとの

ことでした。 

なお、新幹線定期券は特別企画乗車券として、上

限の範囲内で届出により発売額を設定しているもの

であることから、今回の申請事案には含まれませ

ん。 



 

 

港、成田空港、羽田空港の利用者は各空港の

利用者および各空港敷地内勤務者に限られて

おり、旅行や出勤目的のみに限られ市民のの

地上生活利用は入っていない。 

このため空港駅利用を値上げしても市民生

活への影響は軽微であり、むしろどんどん値

上げすべきである。 

ただ日本の鉄道の空港駅乗り入れは 1993

年以降と鉄道事業法と比べると歴史が浅く、

鉄道事業法 16 条 1 項・2 項の規定策定が時

代に追いついていない感が否めない。 

また昨今の鉄道会社の経営事情を鑑みるに

財務的余裕がなく、運賃の値上げを行うこと

で財務改善を図ってほしいところだ。 

空港駅発着利用に関しては鉄道事業法にお

ける運賃許可の必要から除外する、または新

線開業に伴う加算運賃とは別に空港駅加算料

金制度と称して航空機の空港使用料のように

200 円～500 円を追加徴収して増収を図るよ

う制度設計すべきではないか。 

この空港駅のみの鉄道運賃・料金値上げは

空港に乗り入れている鉄道会社の身が恩恵を

受けることにはなるが、そもそも 2020 年代

の鉄道会社の財務状況がひっ迫していること

から空港に乗り入れられなかった他社を考慮

している場合ではない。 

空港駅発着利用に関しては値上げすべきで

はないか。 

 

意見 5:   新幹線と在来線を完全別線扱い・運賃打

ち切りにして遠距離で運賃値上げを図るべき

ではないか。 

理由 5:   そもそも世界的に高速鉄道の運賃は在来

線と完全打ち切り・別運賃としている中、日

本だけがやの乗車券だの特急券だの複数の券

を組み合わせていたずらに在来線と同一路線

扱いとしている。 

このため運賃ルールは複雑怪奇であるし、

利用者からも理解が得られにくく「新幹線の

チケット」が 1 枚にまとまらないためわかり

にくいし使いにくい。 

しかも今回の JR 東日本運賃改定で東海道

 

意見１０について 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土

交通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」

において、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・

料金について、「通算制」及び「遠距離逓減制」と

するよう定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細に

ついては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

 なお、国が JR 東海の損失を補償すべきとのご意見

につきましては、制度全般を所掌する国土交通省と

も共有させていただきます。 

 



 

 

新幹線と東海道線の東京～熱海間で新在別線

扱いとなることから、さらにややこしくな

る。 

この状況を解消するためには新幹線と在来

線を完全運賃打ち切りとし、在来鉄道は IC

カードを使ったもの、新幹線は専用の新幹線

チケットに完全に二分すべきだ。 

完全に打ち切りとすることで新幹線のチケ

ットはオンライン販売と旅行代理店及び新幹

線駅での窓口販売のみに絞ることができ、旅

客鉄道各社は大きく運営費用を抑えることが

できるようになる。 

日本国および大企業は国民の 8 割以上がと

ても国家公務員と同等の知能を持っていない

という事実を正しく認識し、「馬鹿でもわか

るチケット制度」をきちんと構築すべきだ。 

新幹線・在来線の運賃完全打ち切り制度は

ぜひ北海道旅客鉄道で行い増収につなげてほ

しい。 

 

意見 6:   定期旅客列車が運転している区間は、営

業キロを設定して利用者の利便を損なわな

いようにしなければならないのではない

か。 

理由 6:   特にほぼ終日にわたり 1 時間に 3 本以

上が運転する品鶴線から大崎・新宿方面へ

の直通は顕著ではないだろうか。 

現在大崎・鶴見間の運賃計算は、品鶴線

経由で利用しても品川・鶴見間は経路特定

区間となり、山手線 2.0km と東海道本線 

14.9km を合算した 16.9km であるが、湘南

新宿ラインの走行経路通りに計算すると大

崎支線 2.0km と品鶴線 14.7km の合計 

16.7km となり、実際の営業キロは 0.2km 

短い距離となっている。湘南新宿ラインの

みならず今後相鉄 JR 直通線も走る大崎・

鶴見間で、実質加算距離を設定し続けるの

はいかがなものか。 

当該区間を東京付近の特定区間を通過す

る場合の特例から経路特定区間に変更した

のは 2002 年 12 月 1 日改定からであるた

め、品川・大崎から鶴見間は東京付近の特



 

 

定区間を通過する場合の特例に戻し、大

崎・西大井間に 2.5km の営業キロを設定す

べきではないだろうか。 

もし東海道新幹線利用で東京付近の特定

区間を通過する場合の特例を使用する場合

には、0.2km の短縮分は湘南新宿ラインの

営業による増収を得、かつ今後も相鉄 JR 

直通線の開業で増収しうる東日本旅客鉄道

が負担すべきではないだろうか。 

このほかにも、武蔵野線関連の短絡線で

定期列車が運転されている短絡線がいくつ

かあるが、運転本数も鑑みて同様の考慮を

していただきたい。 

 

意見 7:   新幹線特急料金(自由席相当額)の認可制

度は維持してほしいが、日数を決めて条件付

きで緩和してほしい。 

理由 7:   国土交通省は鉄道運賃料金のうち、運賃

と新幹線特急料金自由席相当額に関して認可

制度としている。 

JR 東日本は届出制に変更しようとしてい

る。 

https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241

120_ho01.pdf 

ただ現時点の運賃・新幹線特急料金でもヨ

ーロッパや韓国・中国の高速鉄道の約 2 倍の

運賃水準となっており、2020 年時点と比べ

20%物価が高くなった今でも国際基準と比べ

割高である。 

また映画館や美容室など 2005 年以降事前

予約が当たり前となっているものが多いが、

いずれも座席未指定時・未予約時の料金と同

一料金としたため値上げを図っていない。 

しかも JR 東日本を含む JR 各社は自由席を

残すより全車指定席化を図った方が検札の手

間が省け維持費用の削減日長ることができる

こと、また新幹線 +宿泊パックでは新幹線を

2 割引～4 割引していることから 530 円の値

下げは十分可能で、新幹線を全車指定席化す

るにあたり原則自由席と同じ料金で全車指定

席化すべきである。 

そして新幹線特急料金の届出制化はおそら

https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241120_ho01.pdf
https://www.jreast.co.jp/press/2024/20241120_ho01.pdf


 

 

く航空機を意識したものと思われるが、航空

運賃を届出制にした後日本航空が経営破綻し

ていること、JR 東日本はすでに実質無利息

社債 3 年もの 300 億円を 2 回発行しており社

債の利息を十分に払えないほど資金繰りが悪

化しているとみられることから、経営破綻に

つながる運賃の届出制化には反対である。 

ただし、ゴールデンウィーク・お盆・年末

年始などの多客期は新幹線 +宿泊パックを無

割引で提供していることが多いほか、満席と

なる列車が多いため需要供給曲線を踏まえて

も値上げしても良いと考えられる。 

またこれらの多客期は出張利用が少ないこ

とから、年間 30 日程度を上限に新幹線特急

料金認可額の 2 倍まで引き上げても良い特例

認可をしても良いのではないか。 

また繁忙期に相当する年間 100 日程度(先

述の上限 39 日程度と合わせた日数鵜)を上限

に新幹線特急料金認可額の 30%増し程度まで

引き上げても良い特例認可をしても良いので

はないか。 

 

意見 8:   東海道新幹線で新横浜駅(横浜市内)から

200km 超(掛川以遠)利用の場合、10 円値上げ

するのか 

理由 8:   JR 旅客営業規則では 200km を超える利用

の特定市内の場合、基準駅から運賃を計算す

る制度がある。 

横浜市内は横浜駅を中心駅としているが、

JR 東日本東海道線横浜～小田原間と JR 東海 

東海道新幹線新横浜～小田原間を同じ営業キ

ロとみなしているほか同じ路線とみなしてい

るため、たとえ横浜駅～横浜線直通電車～新

横浜駅～東海道新幹線～米原駅と利用した場

合でも、横浜駅～東海道線～小田原～東海道

新幹線～米原駅とみなして運賃計算してい

る。 

が、今回 JR 東日本と JR 東海が運賃賃率が

別になることで、新在別線扱いとなる。 

このため新横浜駅から東海道新幹線で

200km 超(掛川以遠)利用の場合、実際に乗車

する横浜～新横浜間 7.9km分長くなるという 



 

 

理解で問題ないか。 

またこの場合新横浜(横浜市内)～米原間の

運賃は 220 円値上げするで間違いないか。 

さらに横浜～新横浜間は JR 東日本線で

10km 以内幹線相当で 10 円値上げとなるた

め、 東海道新幹線で新横浜駅(横浜市内)か

ら 200km 超(掛川以遠)利用の場合 JR 東日本

線分 10 円値上げとなるという認識で正しい

か。 

またそれは JR 東海が保有する新横浜駅か

ら乗降する場合(つまり JR 東日本の設備を一

切利用しない場合)も 10 円値上げになるとい

う認識で正しいか。 

 

意見 9:   新幹線と在来線を完全別線扱いにしても

定期券の値上げとは関係ないのではない

か。 

理由 9:   過去 1996 年 1月 20 日 JR 九州運賃改定で

賃率差により JR 西日本山陽新幹線新下関～

博多間と JR 九州を含む山陽本線・鹿児島本

線新下関～博多間は別線扱いとなったが、新

幹線定期券の価格は据え置いている。 

一方今回の 2026 年 4 月運賃改定では JR 東

日本の運賃改定に合わせ JR 東海東海道新幹

線定期券も東京～熱海間で値上げするとして

いるが、山陽新幹線新下関～博多間で値上げ

しなかったという先例がある以上値上げして

はならないのではないか。 

 

意見 10:   JR 東海の約 4億円の損失は運賃改定で増

収する JR 東日本が負担すべき 

世界的に高速鉄道と在来線列車が別運賃

制度の中、日本では 30 年以上前の口約束

を未だに守りたいのか熱会社となっても非

生産的な運賃通し運賃を維持している。 

そんな中今回の運賃制度に絡む東海道新

幹線を含む東海旅客鉄道では完全打ち切り

別運賃にしたいようだが。 

それを妨げている日本国政府と東日本旅

客鉄道が東海旅客鉄道の損失を補填すべき

ではないか。 

１９ 東京品川間は新在別線にすべきではない。 申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の



 

 

東海道新幹線が遅れていて、東京駅の折り返しが

遅く渋滞する際、品川駅で降りて在来線を利用する

よう促されることがある。 

そうした場合であっても精算が必要になるのは、

わかりやすい運賃体系とは言えない。 

また、精算できる JR 東日本の有人改札も減ってい

る。 

申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

なお、輸送障害時等における取扱いついては、利

用者に迷惑をかけることがないよう、対応を検討し

ているとのことです。 

２０ 現在運転されているサンライズ瀬戸・出雲は、遅

延時に新幹線への振替輸送されることがあります

が、東京駅と熱海駅間において、新幹線と在来線が

別線扱いとなると、運賃計算距離が異なることで振

替輸送がなくなるのではないか懸念しています。 

申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の

申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

また、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

なお、輸送障害等が発生した場合には、関係各社

が定める旅客営業規則等の約款に基づき、現行と同

様、既に所持する乗車券について、他経路乗車等の

取り扱いが可能とのことです。 

２１ 私は今回の運賃改定をすべきではないと考えま

す。 

今回の運賃改定に関するプレスリリースの中で JR

東日本は「わかりやすい運賃体系の導入」を掲げま

した。 

しかし、その中身は実際には新在別線化で、一般

の利用者にはかなりわかりづらいものと思います。  

もし経由を間違えて購入していれば、その都度区

間変更(経路変更)が必要となります。 

現在、新下関〜博多が新在で運賃が異なります

が、この区間に比べて範囲が小田原〜東京と広く、

利用者数が段違いに多いことから大変な混乱が生ま

れると思います。 

また、70 条区間についても、今までは通過の場合

最短経路で計算していたものを品川〜東京で新幹線

に乗車する時のみ実経路で計算するというのも、利

用者が大きな損を被ることになり、利用者優先の国

鉄から引き継いだ JR の規則の根幹を揺るがすものだ

と思います。 

どちらにせよ、この改正は旅客にとって損を生む

ものでしかなく、JR 全社の職員にとっても業務の複

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、別線化に伴い、旅客営業規則第 70 条に定め

る特定区間から東海道新幹線の東京・品川間を除外

するとのことです。 

これにより、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合がある

とのことです。 



 

 

雑化を招くものだと思います。 

２２ 意見申し上げます。 

今回の改定案が東京ー熱海間とのことですが、新

幹線と在来線との別路線化については反対はしませ

ん。 

ですが、東京ー品川間は今までどおり同一路線ま

たは特例を設定していただきたいと考えています。 

行きは東京駅から乗ることが多いですが、帰りは

常磐線列車の始発駅である品川で降りることが多

く、品川で降りた場合は別途精算が必要という状況

になるためです。 

今まで往復切符で購入できていたものが、片道ず

つ購入しなければならないという手間ともし東京駅

から新幹線経由の切符で購入していた場合、新幹線

区間で東京駅－品川間を持っているにも関わらず、

在来線の運賃（品川－東京間）の精算が必要となる

かと思います。 

完全に並行している路線であるのに運賃を精算し

なければならないのは、客側の不利に当たりません

でしょうか。 

上記は制度について理解している人であれば問題

ないとは思いますが、一般的に使用する方々に不便

を感じさせない制度になることを要望します。 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、別線化に伴い、旅客営業規則第 70 条に定め

る特定区間から東海道新幹線の東京・品川間を除外

するとのことです。 

これにより、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なることとな

り、運賃計算上の営業キロが長くなる東京乗換の方

が運賃が高くなる場合があるとのことです。 

２３ 熱海以東における東海道新幹線と東海道本線を別

路線として扱うことについて、輸送障害発生時に円

滑に振替輸送をすることが出来なくなるのではない

か。 

一般乗客を基準として、両路線が別路線として扱

われることにより、一方の路線において輸送障害が

発生した場合において、その乗車券でもって他方の

振替輸送を利用できるか否かが不明確となり、混乱

を招くのではないか。 

加えて、東京駅から中国地方への移動を予定する

乗客について、現行制度では新幹線で移動するにせ

よ寝台特急で移動するにせよ、乗車券の経路は同一

であるため、乗車券のみをあらかじめ購入し、手段

が確定次第特急券ないし寝台券を購入することが可

能であるが、改定後においてあらかじめ新幹線で移

動するのか寝台特急で移動するのかを決めておく必

要があり、新幹線での移動を予定していた乗客が急

遽寝台特急で移動することとなった場合、窓口にお

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、輸送障害時においては、当該線区における

輸送力、運転再開時期、影響規模等を鑑みて、混乱

が生じないように他経路乗車等の取扱いを検討して

いくとのことです。 



 

 

いて乗車券の経路を変更数必要が生じる。 

今日、窓口の数が削減されており、又、主要駅に

おいて窓口の混雑が慢性化していることを踏まえる

と、当該改正は乗客の利便性が低下するのではない

か。 

以上のことを踏まえると、熱海以東における東海

道新幹線と東海道本線を別路線として扱うことは乗

客の利便性を低下させる要因となる。 

２４ こんなふざけた JR 東日本の値上げには猛反対す

る！ 

申請者によると、1987 年の国鉄分割民営化による

会社発足以来、消費税率の改定等を除き、現在の運賃

水準を維持してきたところである一方、オンライン

会議やテレワーク等の新しい生活様式の定着に伴う

鉄道利用の減少や、昨今のエネルギー価格や物価高

騰による経費の増加、沿線人口の更なる減少、人材確

保・定着に向けた待遇改善等により、今後も厳しい経

営環境が継続する見込みとのことです。 

これを踏まえて、安全やサービスの維持向上、老

朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカー

ボンニュートラル等に対応する設備投資や修繕等に

必要な資金を長期的・安定的に確保することが課題

となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実

に実施するため、同社の経営努力を前提として運賃

の上限変更について認可申請をしたものであり、ご

理解いただきたいとのことです。 

２５ 本件申請については認可相当であると考えます

が、新幹線と在来線の「売り分け」制度導入に伴う

JR 東海の約 3 億 9700 万円の機器改修費用負担に対

し、強い異議を申し上げます。 

本パブリックコメントでは、JR 東海の立場を支持

し、利用者への還元策を求める意見を述べます。 

 

1. JR 東海への費用負担は不公平かつ不当 

本制度変更により、JR 東日本は 3 年間で 2773 億

4700 万円もの収益増が見込まれる一方、JR 東海には

収益増加のメリットが一切ありません。 

それにもかかわらず、JR 東海に 3 億 9700 万円も

の改修費用を押し付けるのは、受益者負担の原則に

明確に反します。 

JR 東日本の収益構造改善のための身勝手な運賃値

上げにより、JR 東海が不当に負担を強いられる構造

は、企業間の対等性を著しく損なうものです。  

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細につ

いては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

さらに、EX サービスを含む特別企画商品の価格は、



 

 

JR 東海は、この費用負担を断固拒否し、JR 東日本

に機器改修費用の全額負担を求めるべきであり、不

当な負担に対しては法的措置を含むあらゆる手段を

検討すべきであると考えます。 

 

2. 利用者への負担転嫁の回避 

機器改修費用は、最終的に運賃値上げやサービス

縮小の形で利用者に転嫁されるリスクがあります。 

JR 東日本の収益増を目的とした制度変更により、

JR 東海の利用者が間接的に負担を負うことは、利用

者視点から到底容認できません。 

費用負担の透明性と妥当性を確保し、利用者への

影響を最小限に抑える制度設計が不可欠です。 

 

3. 利用者還元策の実施 

JR 東海が費用負担を免れた場合、浮いた資金を原

資として、利用者への還元策を講じるべきです。 

具体的には以下の施策を提言します： 

・EX サービス（単駅指定）の運賃部分の計算適正

化：品川・名古屋間の営業キロ（359.2km／6050

円）に基づく運賃計算を適用し、東京起点

（366.0km／6380 円）による過剰運賃（330 円

差）を是正。   

・e 特急券の値下げ：東海道新幹線利用者の負担

軽減のため、e 特急券の価格を 2023 年 9 月以前

の水準に見直し。 

・グリーンプログラムの復活：過去に好評だった

ポイント還元制度を再導入し、利用者満足度を

向上すると共に多頻度利用者の囲い込みを図

る。 

これらの還元策は、JR 東海のサービス競争力強化

と顧客満足度の向上に直結します。 

 

4. 結論 

JR 東日本が 3 年間で 2773億 4700 万円という莫大

な利益を得る一方で、JR 東海が 3 億 9700 万円の費

用負担を強いられる構造は、公平性・透明性を欠く

不当なものです。 

JR 東海は受益者負担の原則に基づき、費用負担を

拒否し、JR 東日本に全額負担を求めるべきです。 

浮いた費用は、EX サービスの運賃是正や e 特急券

の値下げなど、利用者還元策に充てることを強く求

所定の旅客運賃・料金をもとに設定しているとのこ

とです。ご指摘の点について、品川・名古屋間及び東

京・名古屋間の所定の旅客運賃は同額であり、これを

EX サービスにも適用しているとのことです。 

その他ご意見につきましては、申請者の JR 東海

へお伝えいたしました。 



 

 

めます。 

本改正を、利用者・株主・事業者の三者が納得で

きる公正な制度設計の契機としてください。 

２６ JR 東日本【東日本旅客鉄道】の今回の変更につき

ましては到底看過致しかねます。 

同社の不祥事や顧客、現場等を無視した結果、顧

客離れや事故等の重大インシデントを起こしたにも

関わらず、鉄道より不動産等で取引先や関係先、顧

客等をないがしろにし、JR 東海様【東海旅客鉄道】

にも不利益等を与えるものであり、その他の鉄道等

の公共交通各社、旅行会社等々にも支障や損害等を

あたえるものであり、同社の鉄道事業を取り上げ、

他社に譲渡等を求める。 

関東運輸局としましては、今般の申請については

鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、鉄道事業の収支

により、能率的な経営の下における適正な原価に適

正な利潤を加えたものを超えないものであるかどう

か審査して認可いたしました。 

その他ご意見につきましては、申請者の JR 東日

本へお伝えいたしました。 

２７ 東日本の運賃改定において、東京熱海間の運賃計

算が異なることについて、西日本の駅でも周知をす

べきだと思います。 

西日本や東海が東日本に合わせて改定するなら利

用客の混乱も防げたはずですが、今回東日本が独自

で改定する以上、民営化以来 39 年間続いた本州の統

一運賃が崩れることになります。 

新幹線と普通列車（踊り子含む）で運賃が違うこ

とを周知し、混乱防止につなげてほしいと思いま

す。 

申請者の JR 東日本によると、運賃改定内容及び

これに伴う制度変更内容の告知については、自社ホ

ームページやポスター・パンフレットで今後詳細に

周知していくほか、会社間境界付近のエリア等、JR

他社と跨がる旅客が多く想定される箇所について

は、他社エリアでの周知についても検討していくと

のことです。 

また、JR 旅客各社が共同編集して主な駅に配備し

ている「JR 時刻表」等の媒体での周知も行う予定と

のことです。 

２８ 東京都区内→大阪市内の乗車券において、例えば

赤羽から乗ると想定して、今までであれば、埼京

線・湘南新宿ラインにのるか、宇都宮線・上野東京

ラインに乗って新幹線に東京から乗るか品川から乗

るかはその場で決め得るためで乗車券については同

一であったところを、本件申請によって、乗車券を

売り分けるということでしょうか。 

申請者の JR 東日本によると、当該乗車券は「東京

都区内⇒大阪市内」の乗車券であるため、現行と同

様、発着の特定都区市内のいずれの駅までも有効と

のことです。 

また、東海道新幹線東京・品川間は、引き続き東京

都区内に含まれ、赤羽駅から乗車して東海道新幹線

に乗り換える場合、東京駅乗換と品川駅乗換のいず

れもそのまま乗車可能とのことです。 

なお、運賃については、品川・新横浜間を東海道

新幹線に乗車する場合は、東京・品川間についても

東海道新幹線に乗車するものとして計算するとのこ

とです。 

２９ 本件申請の趣旨は理解できますが、例えば中央線

沿線・東北線から東海道新幹線を利用する場合など

を踏まえれば、品川・東京間については売り分けし

ないほうが、令和 6 年 12月 6 日の東日本会社の運賃

改定の趣旨（すなわち、わかりやすい運賃制度にす

ること）に適うと思われるのですが、申請者（両

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す



 

 

社）の見解を問うとともに、鉄道局として、かかる

申請の適法性（熱海・品川間のみならず品川・東京

間の売り分けについての法 16 条 9 項適合性、及び運

賃制度に内在する制約との抵触関係それぞれ）につ

いてお伺いしたいです。 

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、別線化に伴い、旅客営業規則第 70 条に定め

る特定区間から東海道新幹線の東京・品川間を除外

するとのことです。 

これにより、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合がある

とのことです。 

 関東運輸局としましては、鉄道事業法第 16 条第 2

項に基づき、鉄道事業の収支により、能率的な経営の

下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを

超えないものであるかどうか審査しております。 

また令和 7 年 8 月 1 日付けの国土交通大臣の認可

に伴い、東京・熱海間においては東海道線（在来

線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることから、運賃計算方法及び適用方法が分

けられることは法に抵触するものではありません。 

３０ 本件意見募集の意義は何か、各地方運輸局（すな

わち関東運輸局及び中部運輸局それぞれ）の見解を

求めたい。 

関東運輸局及び中部運輸局としましては、鉄道事

業法第 16 条第 1 項に基づく認可申請について、適

正な審査を行うことを目的として広く利用者からご

意見を聴くために実施したところです。 

３１ いわゆる大臣指針における通算加算方式の適用に

おいて、北海道旅客鉄道株式会社と東日本旅客鉄道

株式会社の間を跨ぐ場合における通算加算につい

て、以前と適用方法が異なる（すなわち、東日本会

社においても東海会社、西日本会社との間で加算額

が発生する状況にあり、以前の東日本会社・北海道

会社間の加算額とは異なる）ことについて、その適

用方につき、 

（１）申請者東日本会社の見解を求めたい 

（２）上記につき、運輸局として申請を要しないこ

とにつき、法令上及び通達上適法であると思料

する理由につき、題号及び条文等を示し具体的

に示されたい 

（１）について 

JR 各社を跨がる場合の運賃の設定については「新

会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事

項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交通省告

示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」において、

JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金につい

て、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよう定め

られています。 

このため、申請者の JR 東日本によると、JR 他社

に跨がる場合、運賃水準が異なることになるため、

JR 東日本区間の利用距離に応じて、基準額（改定前

の運賃）と改定後の運賃との差額を加算額として設

定するとのことです。 

また、JR 東日本と JR 北海道とを跨がる区間の場

合、基準額（改定前の運賃）に JR 東日本分の加算

額と JR 北海道分の加算額をそれぞれ合算した額に

なるとのことです。 



 

 

 

（２）について 

JR 東日本以外の各社と JR 東日本を跨ぐ場合にお

ける通算加算方式に関して、JR 東日本以外の各社は

鉄道事業法第 16 条第 1 項に基づき本社所在地を管

轄する各地方運輸局に申請が必要になると考えてお

りますが、詳細は把握しておりません。 

３２ JR 他 4 社（北海道旅客鉄道株式会社、西日本旅客

鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客

鉄道株式会社）も、通算加算方式をじっししてお

り、運賃の適用方につき、変更が生じる（少なくと

も東海道新幹線と在来線たる東海道本線とは東京・

熱海間においても同一の線路として取り扱っていた

ところ、異なるものとして取り扱うようになるとい

う変更が生じる）ことと思われるが、JR 他 4 社につ

いて、申請者らと同様パブリックコメントが実施さ

れていない（外形上申請がないように思われる）こ

とにつき、 

（１）JR 他 4 社につき、各地方運輸局長に対し申請

があったのかお示しいただきたい 

（２）JR 他 4 社につき、東海旅客鉄道株式会社と同

様機器回収費用が発生していると思われるが、

そのことにつき確認したい 

（３）（１）につき、申請があるとして、なぜ JR 他

4 社につきパブリックコメントが実施されてい

ないか、報告事項であるとか、その他理由があ

ると思われるので、地方運輸局において法令及

び通達を明示して理由をお示しいただきたい。 

JR 東日本以外の各社と JR 東日本を跨ぐ場合にお

ける通算加算方式に関して、JR 他４社は鉄道事業法

第 16 条第 1 項に基づき本社所在地を管轄する各地

方運輸局に申請が必要になると考えておりますが、

申請状況及び費用負担等の詳細は把握しておりませ

ん。 

なお、通算加算方式は令和 6 年 12 月に JR 東日本

の運賃上限変更認可申請時にパブリックコメントを

実施しているため、改めての実施はしておりませ

ん。 

３３ 一切反対である。 

そもそも東海道新幹線は、その名が示す通り「東

海道線」の高速度専用線として建設されたのであ

り、東海道線と東海道新幹線はその 2 線を合わせて

一体のものであり、別路線として扱うことそのもの

が間違いである。仮に別路線とするのであれば、東

海道線東京‐熱海間の運行主体は本来東海旅客鉄道

株式会社が担うべきものである。 

また東海道新幹線は運賃計算を東海道線の距離に

則り計算している以上、それぞれの運賃計算を別の

ものとすること自体言語道断である。別として運賃

計算をする場合、そもそも日本国憲法の定める自由

権の内「移動の自由」に反する行為である。 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

 関東運輸局としましては、今般の申請については

鉄道事業法第 16 条第 2 項に基づき、鉄道事業の収

支により、能率的な経営の下における適正な原価に

適正な利潤を加えたものを超えないものであるかど



 

 

よって私は東海道線と東海道新幹線の運賃計算を

分けることを一切認めない。 

うか審査して認可いたしました。 

３４ 東日本旅客鉄道株式会社の上限運賃変更（値上

げ）に対する意見です。 

収入原価の算定にあたり、実績コストが基準コス

トを上回っているのは、保守等をグループ会社への

高値発注によりコストを水増しし、利益の付け替え

を行っているためではないかという疑義がある。 

グループ会社は連結決算のため、利益の付け替え

を行っても会社経営には影響しないが、基準コスト

には影響する。 

実際に、利用客の多い JR 本州 3 社の中で、東日本

旅客鉄道株式会社だけが基準コストに比べて実績コ

ストが高くなっている。 

収入原価算定においては事業報酬に定められてい

るため、実績コストの算定時に、グループ会社の利

益相当額を含めると、事業報酬の二重計上になるた

め、実績コストからは除外すべきではないか。 

JR 東日本の人件費増加予測に関して、2024 年、

2025 年の賃上げ実績を元にしているが、これはコロ

ナ禍において一時的に賃金抑制したものを、コロナ

前のレベルに戻すことが目的であり、今後も継続的

に賃上げにつながるものでは無いのではないか。  

実際、他の私鉄等に比べても賃金水準が高いた

め、これ以上人件費が増加するという予測には疑義

がある。 

上限運賃の変更に関して、計算の元となるデータ

の性質、意義、定義について、事業者からの報告数

値に基づいて機械的に審査するのでは無く、算定根

拠の数値がハックされていないか、他の事業者との

費用構造の違いを踏まえた上できちんと精査をすべ

きではないか。 

本件申請につきましては、東京・熱海間において、

東海道線（在来線）と JR 東海が運営する東海道新幹

線の運賃水準が異なることとなり、別の線路として

取り扱うため普通乗車券の売り分けを行うことによ

る適用方法及び計算方法を変更するものでありま

す。 

 なお、JR 東日本の上限運賃変更（値上げ）そのも

のにつきましては、令和 7 年 8 月 1 日付けで認可と

なっております。 

３５ 新幹線と在来線の「売り分け」制度導入の認可申請

に際し、申請内容自体は瑕疵がないことから認可相当

であると考える一方で、JR 東日本が JR東海に 3.97億

円の機器改修費用を負担させることに対して強い異

議を申し立てる。 

以下、JR 東海の立場を支持した上で、JR 東日本に

機器改修費用（3.97 億円）を全額負担させること等を

前提とした利用者還元策を提案する。 

 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、



 

 

1. JR 東海への費用負担は不当 

申請書によれば、JR 東日本は本制度変更で 3 年間

で 2773 億円の収益増が見込まれる一方、JR 東海の収

入は一切増加しない。 

それにもかかわらず、JR 東海に 3.97 億円の費用を

押し付けるのは、受益者負担の原則に明確に反する。

したがって、JR 東海は負担を断固拒否し、JR 東日本

に全額負担を求めるべきであると考える。 

 

2. 東京・熱海間の実キロ是正 

「売り分け」により新幹線と在来線が別線扱いとな

る以上、東京・熱海間の新幹線運賃算定に使用する営

業キロは、在来線基準（104.6km）から実キロ（95.4km）

に是正すべきと考える。 

 

3. 資金原資と収益補填 

3.97 億円の機器改修費用は、JR 東日本の収益増

（2773 億円）を背景に、当然に JR 東日本がその全

額を負担すべき。 

そして、この 3.97 億円の負担を JR 東海から JR 東

日本に付け替えて発生した 3.97 億円の原資に加え、

運賃の高い在来線から運賃の安い新幹線へのシフト

による利用者増加で補填可能と考える。 

例えば値上げ後の JR 東日本の東京・熱海間の運賃

は 2,090 円。東海道新幹線経由の運賃が実キロ計算で

1,690 円となれば 400 円安くなり、仮に 1,760 円の自

由席特急券を購入したとしても在来線＋1,360円で新

幹線に乗れる。これは在来線の特急「踊り子」の特急

料金や普通列車グリーン車のグリーン料金よりも低

廉となり、在来線利用から新幹線利用への一定数の移

行が見込める。 

 

4. 結論 

JR 東日本の収益増（2773億円）に対し、JR 東海

が 3.97 億円の負担を強いられるのは不当。 

JR 東海は負担を拒否し、JR 東日本に全額負担を求

めるべき。 

浮いた資金及び利用者増を前提に、東京・熱海の

実キロ（95.4km）是正を実現し、利用者還元を強化

することを求める。 

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細につ

いては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

 

なお、東海道新幹線の営業キロについては、現

在、JR 東海が認可を受けているところ、今般の認可

申請に合わせて変更申請がなされているものではな

いことから、現行のとおりとなります。 

３６ 例えば名古屋→宇都宮間の(在来線経由を仮定とし

た)乗車券のみ持っていた場合、途中で小田原→東京

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR



 

 

を新幹線特急券を買い足して乗ることができないと

いうことであり、著しく不便である。 

また、そのような運賃計算システム改修費を掛け

るということは巡り巡って、他で掛かる費用を下げ

る等のサービス低下に繋がると思われる。 

東日本旅客鉄道の利益のためだけに東海旅客鉄道

や利用者全体の利益が損なわれる。 

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、

変更が可能とのことです。 

３７ 本認可申請については、東日本旅客鉄道(以下 JR

東日本)の値上げに賛成、東海旅客鉄道(以下 JR 東

海)の制度変更に反対する立場からコメントします。 

東京～品川～熱海間について、JR 東日本と東海の

同一路線扱いを現行と同様の制度で維持すべきであ

り、そのため JR 東海は東海道新幹線の東京～熱海間

について JR 東日本と同調した旅客運賃の上限変更を

行うべきと考えます。 

既に本件制度には類似したものが博多～下関(～新

下関)間で導入されており、本制度はいくつかの点で

それと異なるものの、基本的には同じ設計思想によ

る制度であると考えられます。 

博多から新幹線経由の乗車券を購入していた利用

者が在来線経由での乗車を希望する場合、関係主要

各駅には常備券が設置されており、容易に乗車変更

に伴う精算が可能になる運用がなされています。 

一方で、東京～品川～熱海間は、博多～下関(～新

下関)と比べて輸送需要・輸送力どちらもきわめて大

きいことから、精算需要の比率が同程度であっても

同一路線扱いがなくなることによる運用上の混乱、

さらには鉄道というサービス全体の価値を損なう可

能性があります。 

また、JR 東日本は十分な窓口量を確保していない

ことから、「在来線から新幹線への迅速な乗車券変

更」が現場レベルで実行可能と言えるか自体に懸念

があります。 

また、JR東海は中央リニア新幹線の開業に向けて資

金需要を旺盛に持つことから、値上げによる利益増加

は社会全体に還元されることが明らかであり、単一の

民間企業や単一の公共サービスの域を越えて日本国

の戦略的観点から妥当な範囲での値上げは社会的に

許容されるべきです。 

本認可申請については、以上の通り東日本旅客鉄

道(以下 JR 東日本)の値上げに賛成、東海旅客鉄道

(以下 JR 東海)の制度変更には反対します。 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、旅行開始後の乗車変更については、運送約

款である旅客営業規則の定めに基づき、変更区間と

不乗区間の運賃を比較し、不足額は収受し、過剰額

は払い戻ししないことを条件に変更の取扱いを行う

とのことです。 



 

 

３８ 1. 東日本旅客鉄道株式会社の申請書には「Ⅰ 当社

線内のみを利用する場合」として、いわゆる東京都

区内、東京山手線内の運賃計算を定めているようで

あるが、これに相当する規定が「Ⅱ 当社と北海道

旅客鉄道株式会社（中略）を連続して乗車する場

合」にもなければならないのではないか。 

そうでなければ、たとえば西荻窪駅から中津川駅

（中央東線・塩尻・中央西線経由）という JR 東日本

と JR 東海を連続して乗車する場合の運賃を、東京駅

起点の営業キロで計算する根拠がないことになる。

Ⅱに同様の規定を定めて、改めて認可申請するべき

ではないか。 

そうでなくてよいと関東運輸局が考えるのであれ

ば、その理由を明らかにしてほしい。 

 

2. 原価計算書の内容が昨年 12 月に認可申請した際

のものと同じ内容となっているようだが、今回の認

可申請内容に関する収入と費用に絞った資料の提出

がなければ、関東運輸局長は今回の申請が適正利潤

の範囲内であるかどうか判断できず、鉄道事業法第

16 条第 2 項に定める審査ができないのではないか。 

原価計算書を再提出させるべきである。 

そうしなくてよいと関東運輸局が考えるのであれ

ば、その理由を明らかにしてほしい。 

 

3. 新旧対照表によれば、いわゆる東京都区内につい

ては「200km を超える鉄道区間内にある駅」とあ

り、いわゆる東京山手線内については「100km を超

え、200km 以内の区間にある駅」とある。 

このように「鉄道」の有無を敢えて書き分けてい

るようであるが、その意図を明らかにされたい。 

東京山手線内については、航路であっても適用する

考えと思われるので、関東運輸局長においてはその

点を考慮して審査していただきたい。仮に誤記であ

るならば、認可するべきではない。 

１．について 

申請者の JR 東日本によると、特定都区市内制度に

関しては、従前より自社線内のみ及び JR 他社に跨が

る場合ともに適用を行っております。 

このような場合においては、「Ⅰ当社線内のみを利

用する場合」に規定した上で、「Ⅱ 当社と北海道旅

客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客

鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客

鉄道株式会社の営業線を連続して乗車する場合の旅

客運賃・料金の計算方法並びに適用方法」の「旅客運

賃計算上の営業キロ等の計算方」において、営業キロ

又は運賃計算キロを用いて旅客運賃を計算する場合

は、各会社の営業キロ等を通算して計算することを

規定していることから、特定都区市内制度について

は JR他社跨り時においても適用する整理としている

とのことです。 

関東運輸局としましては、現在の規定で解釈でき

ることから認可申請を行う必要まではないものと考

えますが、より分かりやすい内容とすることについ

て、申請者の JR 東日本へお伝えいたしました。 

 

２．について 

申請者の JR 東日本より提出のあった収入原価総

括表は、令和 6 年 12 月 6日の申請時と同じもので

ありますが、当時の申請時点より本件申請に係る収

入及び支出も包含されております。 

 

３．について 

申請者の JR 東日本によると、同社の運営する気仙

沼線 BRT 及び大船渡線 BRT については、鉄道区間と

BRT 区間の運賃を併算した通しの乗車券を発売して

おり、当該 BRT 区間に跨がる区間は東京駅から 200km

を超える区間のみが生じることから、鉄道区間のみ

の「鉄道」と記載している一方、東京山手線内が該当

する区間ではそのような区間が生じないとのことで

す。 

なお、令和 7 年 8 月時点では旅客会社が直接運営

する航路は存在しないとのことです。 

３９ (1)  今回の認可申請がなぜ必要なのか理解に苦し

みます。 

既に JR 東日本の上限運賃変更については、国

土交通大臣から認可が出ています。 

（１）について 

本件申請は、鉄道事業法施行規則第 71 条第 1 項

第 6 号ロに定めるその他基本的な旅客運賃計算で軽

微なものであることから運輸局長権限の認可申請と



 

 

今回の関東運輸局長に対する認可申請内容を

見ると、大臣が認可した内容を受けた手続き的

な処理に過ぎないと考えられます。 

何故ならば、東京・熱海間の JR 東日本の運賃

が変更されたからには、同区間で東海道新幹線

と東海道本線を同一線路として扱うことが不可

能であることは自明だからです。 

運賃が異なる路線を同一線路とできるはずが

ありません。 

そして、大臣が認可した内容の後追いで行う

事務的な手続きについて、大臣の配下にある地

方運輸局長が別の判断をすることができるはず

がありません。 

つまり、本件認可申請は処分行政庁において

何ら判断を要するものではなく、これを事業者

に強いることは監督官庁による権限濫用とさえ

言えると考えます。 

権限濫用ではないとお考えならば、仮に関東

運輸局長が今回の認可申請を認可しなかった場

合に、事業者がどのような運賃計算をすること

になるのか明らかにしていただきたいです。 

長引くインフレと労働人口減少により鉄道事

業者が苦境にあると言うのに、それに対する政

策を何も打ち出さずに今回のような権限濫用に

より仕事をした気になっているのだとすれば、

国土交通省は鉄道事業に対する責任を取るつも

りがないと受け止めざるを得ません。 

経営は民間に丸投げして規制だけかけている

ようでは、経営が順風満帆に見える東日本であっ

たとしても、いつか国鉄の二の舞になりますよ。 

「今後の鉄道行政の参考にする」などと言う木で

鼻を括った回答ではなく、局長自身にも説明した

うえで誠意ある回答を期待します。 

 

(2)  いわゆる特定都区市内制度は、実際の乗車区

間にかかわらず中心駅を起点・終点とした距離

で運賃を計算する制度ですが、利用者間の不公

平を生んでいるうえに、既に大半の利用者が

「えきねっと」「エクスプレス予約」など特定都

区内のないネット予約商品を選択している現状

においては、もはや使命を終えたと考えます。 

特に、JR 東日本管内においては Suica の利用

しておりますが、本ご意見につきましては制度全般

を所掌する国土交通省とも共有させていただきま

す。 

 

（２）について 

申請者の JR 東日本によると、東京山手線内や東京

都区内等のいわゆる特定都区市内制度については、

令和 6 年 12 月の申請に基づく運賃改定による見直し

は行わないため、引き続き適用となるとのことです。 

 

（３）について 

鉄道事業の運賃につきましては消費税額が含まれ

ているものであり、これまでの間、JR 東日本をはじ

め多数の事業者において、消費税率の上昇分を運賃

へ転嫁する改定を実施してきたところであります。 

 そのため、仮に消費税率が下がることとなった場

合は、変更後の税率をもとに算出した運賃とするた

めの認可申請が必要になるものと考えます。 



 

 

が圧倒的多数を占めているはずのところ、西荻

窪駅で Suica タッチして入場して松本駅で

Suica タッチして下車した利用者に対して東

京・松本間の距離による運賃を適用することは

合理的でありません。 

その Suica に西荻窪駅入場の記録はあるので

すから、東京・西荻窪間に乗車していないこと

は明らかです。おそらく JR 東日本は「切符利用

者との公平性」を理由に上げることでしょう

が、1 円単位運賃導入により既に切符利用者と

Suica 利用者の公平性は崩れています。 

特定都区市内制度は何か機会があるタイミン

グで廃止することが望ましく、今回の認可申請

においては少なくとも JR 東日本の東京都区内と

山手線内に関する運賃計算については認可され

ないことを望みます。 

(3)  1 円単位運賃と言えば、消費税 8%のときに導

入されたものですが、仮に石破内閣が迷走して

消費税率を引き下げるという天下の愚策を実施

してしまった場合に、8 月 1 日に認可された東

日本旅客鉄道株式会社の上限認可運賃はどうな

るのでしょうか。 

消費税率が 10%であることを条件とした認可

になっているのでしょうか。 

それとも、仮に税率が下がっても上限運賃は

そのままとできる内容の認可になっているので

しょうか。 

仮に前者だとしたら通勤手当計算など含めて

影響が広範に及ぶことになり全国的に大混乱が

起こります。 

現在の認可内容を明らかにするとともに、仮

に税率が下がったとしても無用の混乱を招かな

いように国土交通省が政府内でイニシアチブを

取って、鉄道事業者の運賃を変更させないよう

にしてください。 

それすら出来なければ、本当に鉄道行政の存

在意義が不明です。 

４０ （その 1）中部運輸局関連 

今回の事案で最も異質と感じるのは、運賃改定を

実施しない JR 東海に 397百万円の費用負担が生じて

いることです。 

なぜ、他社の運賃改定によってこれほど多額の費

（その１）について 

本ご意見につきましては、今後の鉄道行政の参考

とさせていただきます。 

なお、今般の申請については鉄道事業法第１６条

第２項に基づき、鉄道事業の収支により、能率的な



 

 

用を負担しなければならないのか。それは、JR の運

賃が会社間通算となっているからです。 

そして、ご承知のように、これは「新会社がその

事業を営むに際し当分の間配慮すべき事項に関する

指針（平成 13 年 11 月 7 日国土交通省告示第 1622

号）」により強制されているものです。 

指針制定から 20 年以上が経過しているにもかかわ

らず、一体いつまで「当分の間」とするつもりなの

か、国土交通省としての見解を明らかにしてくださ

い。 

しかも、JR 会社法改正法附則で委任があるとはい

え、法律ではない告示によって民間企業の経営を縛

り続けている事態は「当分の間」であれば許される

のでしょうが、20 年以上放置しているのはまさに行

政府の怠慢です。行政府の怠慢により民間企業に多

大な支出が生じていること、そして、それが運賃に

転嫁されることで利用者負担として国民の損失とな

っていることを今の鉄道官僚たちは理解しているの

でしょうか。 

指針をいつになったら廃止するつもりなのか、換

言すれば民間企業と利用者の負担をいつまで放置す

るつもりなのか、国土交通省の見解を明らかにした

うえで今回の認可を判断してください。 

 

（その 2）関東運輸局関連 

利用者負担を強いているもう一つの重大な点は、

障害者割引です。 

国鉄改革当時に所用の措置をすると閣議決定して

おきながら、いまだに民間企業の負担として放置さ

れています。これまでは「鉄道会社は儲かっている

からあいつらに負担させておけ」とお考えだったと

思いますが、ついに JR 東日本までもが運賃改定する

時代になったのですから、障害者割引による民間企

業の減収が他の利用者に降りかかっているという状

況をしっかり見つめ直すべき時です。  

今回の認可申請書類に添付されている JR 東日本の

原価のうち、障害者割引や学生割引などの本来なら

国が負担すべき割引による減収が具体的に何円盛り

込まれているのかを明らかにしたうえで、その額は

鉄道行政の怠慢によって民間企業に生じている費用

であるとして、今回の審査においては考慮外とする

ことを希望します。 

経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた

ものを超えないものであるかどうか審査して認可い

たしました。 

 

（その２）について 

本ご意見につきましては、制度全般を所掌する国

土交通省とも共有させていただきます。 



 

 

また、国土交通省として、いつになったら国鉄改

革時の約束である中曽根内閣の閣議決定を守るつも

りなのか、明らかにしてください。 

４１ 意見 

JR 東日本は今回の旅客運賃の上限変更に伴い、増

収となる見込みであるが、JR 東海は機能改修の経費

がかかるだけで増収にはならないとの見解を示して

いる。 

他 JR 各社に対しても同様に機能改修費がかかるか

と思われるが、経営基盤の弱い JR 北海道や JR 四国

に対しても同様な機能改修費用が発生することがあ

るならば、国の支援も受けている両社に対して何ら

かの救済措置などはするべきではないか？ 

 

理由 

現在のきっぷのルールは JR6 社共通であり、日本

全国 JR が走る地域であれば基本的には同じである。 

今回のきっぷのルール変更は、首都圏を抱える JR

東日本だけが有利であり、JR 他社できっぷを購入

し、首都圏エリアに来る地方の人間（特に JR 東海以

西〜JR 九州エリア在住者）には余りメリットがな

い。 

公共交通機関であるがゆえに、自社のメリットばか

りでなく、どういった負の影響（例…乗車変更が増え

ることでお客様や現場の駅員や乗務員の取扱い量が

増える）があるかも考察し、お客様や他 JR 旅客 5 社

にも丁寧な説明をし、理解を求めた上で制度変更を行

う必要があろうと感じるから。 

 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細につ

いては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

なお、国が救済措置を講じるべきとのご意見につ

きましては、制度全般を所掌する国土交通省とも共

有させていただきます。 

４２ 東京～熱海について、今までは、在来線経由で乗

車券を発券したが新幹線特急券を購入し新幹線を利

用した場合、新幹線経由で乗車券を発券したが新幹

線特急券を購入せず在来線を利用した場合、などに

おいて 2 社での収益配分が曖昧であった。実際には

両社間で一定の取り決めがあるものと思われるが、

これについては公表していないとの回答を過去に事

業者より得ている。 

その点で、今回の改定により新在同一扱いの対象

外となることで、どちらに運賃収入が配分されるか

が明確化されることは非常に有意義だと考える。 

私も本件当事者のうち片方の事業者（どちらの事

本件申請に賛成のご意見として承ります。 

なお、その他ご意見につきましては、申請者の JR

東日本へお伝えいたしました。 



 

 

業者であるかについては秘匿とさせていただく）の

社員（使用人ではなく株主の意味）であるので、こ

れにより利益剰余金が正しく算定され適正な配当計

算に近づくことは非常に好ましい。 

システム改修に伴う一時的な費用が発生するとの

ことであるが、これは必要経費であろう。この取り

扱いは西日本旅客鉄道株式会社と九州旅客鉄道株式

会社の新下関～博多でもすでに行われている事例で

あり、実務上の混乱も少ないと考えられる。 

欲を言えば東海旅客鉄道株式会社と西日本旅客鉄

道株式会社で新幹線と在来線の運行事業者が異なる

米原～新大阪についてもこの取り扱いを適用し、適正

な運賃配分とするのが適切だろう。 

４３ 本件に関し、値上げ自体はやむを得ないが筆者が

懐疑的に思うことがふたつある。 

どちらも規則を複雑化させ、JR 東日本が目指す

「わかりやすい運賃体系」に逆行するものである。 

一つ目は、東京～熱海間において新在別線となる

ことから部分的に新幹線と並行在来線を使い分ける

ことができなくなることである。このことは旅客の

利便性を低下させる。 

また新在別線にしても全体的を導入するのであれ

ばたやすく運賃計算ルールとして理解できるが、熱

海以西や東北・上越新幹線では引き続き選択乗車が

可能となると利便性とは別に規則が煩雑になる。 

東京～熱海間の新在同一視の維持には JR 東海の値

上げもやむを得ないと考える。 

 

二つ目は、特定都市区内制度・旅客営業規則 70 条

の維持についてである。 

改正案ではこれらの制度と東京～熱海間の新在別

線・別運賃を両立させるため制度・規則が煩雑とな

ってしまっている。 

新幹線と東海道本線のどちらを利用するかで運賃

計算経路が変化する上、特例が残るのであれば旅客

だけでなく精算業務などを係員も制度を把握・運用

するのに負担がかかることになりかねない。 

そもそも特定都市区内制度には最終発着地によっ

て負担が不公平になる・70 条には列車の運行系統上

不必要な遠回りやその経路上の途中下車が可能とな

る問題点がある。 

運行系統上複数ルートの経路利用が合理的となる

１点目について 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

その他ご意見につきましては、申請者の JR 東日

本及び JR 東海へお伝えいたしました。 

 

２点目について 

申請者の JR 東日本によると、東京山手線内や東京

都区内等のいわゆる特定都区市内制度については、

今回の申請に基づく運賃改定による見直しは行わな

いため、引き続き適用となるとのことです。  

また、今回の運賃改定に伴い、東京・品川間におい

て、東海道線（在来線）と JR 東海が運営する東海道

新幹線の運賃水準が異なることとなり、別の線路と

して取り扱うため、普通乗車券の売り分けを行うと

のことから、旅客営業規則第 70 条に定める特定区間

から東海道新幹線の東京・品川間を除外するとのこ

とです。 

これに伴い、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合がある



 

 

区間には列車特定区間や経路特定区間の導入で代替

が可能である。 

どちらも手計算で乗車券を発券していた時代に運

賃計算を簡略化するための制度であり、機械発券が

主流となった今日では役目を終えたともいえよう。 

とのことです。 

 一方で、新幹線と在来線を乗り継ぐ利用者の利便

性を阻害しないよう、関係事業者間で検討していく

とのことです。 

また、これらの特例の取扱いについては、今後運

賃改定特設サイトやパンフレット等でお客さま周知

を丁寧に行っていくとともに、勉強会等で係員周知

を行っていく予定とのことです。 

４４ 【東海旅客鉄道株式会社に対する意見】 

１ 新幹線と東海道線を別線としたときの運賃計算

のキロ数について 

 東海道新幹線を東海道線と別線とするのであれば、

東海道新幹線の運賃計算のキロ数は東海道線のキロ

数を使用するのではなく、東海道新幹線の実キロ数を

使用すべきである。 

例えば、東京熱海間の場合、新幹線の実キロ数では

95.43 キロであるが、東海道線のキロ数は 104.6 キロ

であり、現状は 104.6 キロを採用して運賃計算を行っ

ているが、別線とするならば、95.43 キロを採用して

運賃計算を行うべきである。 

東海道線と東海道新幹線を別線とするならば、東海

道新幹線が東海道線のキロ数を採用するのは論理的

におかしい。  

令和７年８月１日付で国土交通省鉄道局から発出

された「東日本旅客鉄道株式会社の鉄道事業の旅客

運賃の上限変更認可申請に関する意見募集の結果に

ついて」のなかでも、東日本旅客鉄道は「東京・熱

海間における JR 東日本の在来線と JR 東海の東海道

新幹線が 並行している区間の運賃については、それ

ぞれの会社が認可を受けているものであり、一律に

価格を合わせるといった性質のものではない 」と述

べているため、東海旅客鉄道の運賃計算で東海道線

の営業キロを採用するのは論理的整合性がない。 

 

２．運賃制度改正の必要性について 

 認可申請書添付の資料にも記載されているとおり、

今回の改定で東海旅客鉄道が得る金銭的利益はない

一方、機器回収費用に億単位の費用が必要である。 

また、１で述べた問題を解決するために東海道新幹

線の実キロ数で運賃を計算した場合には、東海旅客鉄

道の運賃収入は大きく減ることになる。 

これでは、東海旅客鉄道としては、今回の運賃改定

【東海旅客鉄道株式会社に対するご意見について】 

１について 

東海道新幹線の営業キロについては、現在、JR 

東海が認可を受けているところ、今般の認可申請に

合わせて変更申請がなされているものではないこと

から、現行のとおりとなります。 

 

２及び３について 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月７日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細に

ついては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

 

【東日本旅客鉄道に対するご意見について】 

JR 各社を跨がる場合の運賃の設定については「新

会社がその事業を営むに際し当分の間配慮すべき事

項に関する指針」（平成 13 年 11 月 7 日国土交通省告

示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」において、

JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金につい

て、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよう定め

られています。 

これに伴い、JR 東日本と JR 他社を跨がってご利用



 

 

をする利益は全くないことになるにも関わらず、この

ような運賃改定を申請していることが不合理に思え

て仕方ない。 

いたずらに損失を招く運賃制度の改定は行わない

ほうが経営上もよろしいし、利用者としても他の有

益な分野に金銭的投資をしていただきたいと考え

る。 

 

３．東日本旅客鉄道との関係について 

 ２．で述べたとおり、東海旅客鉄道単体としては

利益のないにも関わらず、運賃制度改定を実施する

のは、同じ JR グループである東日本旅客鉄道に配慮

するためであると推察する。 

同じ JR グループに対して配慮をしようとする東海

旅客鉄道の姿勢は誠に結構で、本来あるべき姿ある

とも言えるが、果たして今回の運賃改定については

東日本旅客鉄道に配慮する必要はあるのだろうか。 

 １でも述べたが、令和７年８月１日付で国土交通省

鉄道局から発出された「東日本旅客鉄道株式会社の

鉄道事業の旅客運賃の上限変更認可申請に関する意

見募集の結果について」のなかで東日本旅客鉄道は

「東京・熱海間における JR 東日本の在来線と JR 東

海の東海道新幹線が並行している区間の運賃につい

ては、それぞれの会社が認可を受けている」と述べ

ており、また、同社は他の旅客鉄道会社からの乗り

通す旅客についても、東日本旅客鉄道管内のみの加

算運賃を課すことを予定している。 

これは東日本旅客鉄道が他の旅客鉄道会社の事情

や利用客（鉄道に詳しくない一般的な利用客はそも

そも各 JR が独立した完全別会社であることを知って

すらいないだろう）の事情を無視し、自社の論理の

みで運賃改定を行おうとしていることを表してい

る。 

東日本旅客鉄道からは、他の旅客鉄道会社に足並

みを揃えたり、配慮をしたりするという姿勢が感じ

られない。旅客の利便性が向上したり、関係両社が

ウィン・ウィンになる制度改定であれば、是非東海

旅客鉄道も足並みを揃えて運賃制度改定を行うべき

であるが、東日本旅客鉄道が自社のみの都合を考え

て行われようとしている運賃制度改定に損害を出し

てまで東海旅客鉄道が巻き込まれる必要は全くない

と考える。 

いただく場合、通算加算制度を導入し、ベースとなる

基準額に対し、JR 東日本区間の運賃計算キロによる

加算額を加えた金額での発売となります。 

 なお運賃改定に伴う取扱いに関しては、お客さま

の利便性を大きく損なうことがないように JR 他社

と協議を行いながら検討をするとともに、利用する

お客さまに対しても今後運賃改定特設サイトやパン

フレット等にて丁寧に告知を行っていくとのことで

す。 

 

【国に対するご意見について】 

本ご意見につきましては、今後の鉄道行政の参考

とさせていただきます。 



 

 

東日本旅客鉄道が自社の利益のみを主張するので

あれば、同様に東海旅客鉄道も自社の利益のことの

みを考えて、東日本旅客鉄道に協力せず、当運賃制

度改定を取りやめればよい。 

 

【東日本旅客鉄道に対する意見】 

 自社のみの都合を考えて利用客や他の旅客鉄道会

社に迷惑を掛ける運賃制度改定は行うべきではな

い。 

鉄道ファンでも何でもない一般的な利用客は、そ

もそも JR 東日本と JR 東海が完全な別会社であるこ

とを理解していない場合も多い。 

すると、今まで利用できていた乗り方が急に出来

なくなり混乱する。同じ JR でも運賃制度が違うとな

ると益々混乱する。 

今回の運賃制度改定は他の旅客鉄道会社とどこま

で調整して行っているのか大変怪しいが、是非、全

ての旅客鉄道会社で調整しあって、分かりやすく利

用者に理解しやすく優しい運賃制度を構築するよう

強く要望する。 

自社の都合のみを優先して、自社のみで突っ走っ

て作り上げた独りよがりな運賃制度改正は取り下

げ、再考すべきである。 

 

【国に対する意見】 

 国鉄を分割したことに対する弊害が出てきてい

る。ＪＲが各社、自社の都合のみを優先するように

なった結果、利用者が望まない結果を生み出してし

まっている。 

旧国鉄路線は国民に対して移動の自由を担保する

ユニバーサルサービスだと思っていたが、分割した

ことにより、ＪＲ同士の連携がとれなくなり、ユニ

バーサルサービスは崩壊したと言える。 

同じ距離であっても、東京から静岡県の郵便料金

は 110 円だが、東京から長野県の郵便料金はそれと

は違う金額であると言っているようなものである。 

 特に割を食っているのはＪＲの会社境近くの利用

者である。日常的な流動は多いにもかかわらず、ま

た、利用客は望んでいないにも関わらず、それぞれ

のＪＲの勝手な都合で今まで可能であった利用方法

が出来なくなってしまう、今までこの金額の運賃で

済んでいたのが、余計にかかるようになってしまっ



 

 

た、乗り継ぎが不便になってしまった、ということ

は是非避けなければならない。 

たまたまＪＲ会社境に済んでいたがために、他の

地域に済んでいる利用者よりも不利になってしまう

という事態はユニバーサルサービスの精神や公平性

に反する。国にはこうした問題意識を是非もってい

ただきたい。 

今後、旅客鉄道会社各社に対する適切な指導の実

施はもとより、ＪＲを分割したことに対する反省や

今後あるべきＪＲの姿を再検討・再構築するように

お願いしたい。 

４５ この度、東日本旅客鉄道の運賃改定に伴いこれま

で東海道本線と東海道新幹線とで同一線路として取

り扱っていた東京・熱海間を線路が異なるものとし

て取り扱うものとするとのことだが、本取扱いに反

対したい。 

 同区間は首都圏に位置し、列車の本数・利用者が

多く、乗車券購入後に早く乗車できる方（または座

れる方）を選択する為東海道本線・東海道新幹線の

どちらかに乗車変更・区間変更を希望する旅客が相

当数いるものと推測される他熱海以西から（まで）

の乗車券を所持する旅客であっても東海道本線経由

の乗車券を所持していたが、目的地まで急ぐ用事が

できたため東海道新幹線経由に乗車変更・区間変更

を希望する旅客も一定数いるものと推測される。 

これらの旅客一人ひとりに対し、乗車券の変更手

続きを実施した場合、乗車券類変更、場合によって

は改札補充券（手書き）の発行など多くの手間が発

生し、旅客に対する不便だけでなく駅係員の業務負

荷の増大が懸念される。 

 その為、東日本旅客鉄道の東京・熱海間において

は東海旅客鉄道と同一の運賃体系を適用させる特定

運賃を新設し、従来通り同一の線路として取り扱う

べきである。 

申請者の JR 東日本によると、今回の申請により、

東京・熱海間においては、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1

回に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、

変更が可能とのことです。 

４６ 資料を拝見したところ、今回の料金改定で、JR 東

海は機器回収費用 397 百万円が発生するものの、運

賃値上げの恩恵を受けない。 

JR 東日本は一方的な運賃値上げで JR 東海に迷惑

をかけている自覚はあるのか。この 397 百万円は JR

東日本が負担しない理由はなぜか。 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月７日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」



 

 

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細に

ついては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

４７ 意見（以下４件） 

① 別紙１のⅡ、２（３）で、東海道新幹線と東海

道線は別線とする旨の記述があるが、例えば、川

崎→（在来線）→品川→（新幹線）→熱海と言っ

た場合、従前は２（１）①の規定で連続乗車券を

購入することになっていたが、片道乗車券を購入

することになるということか。 

② 現行の営業規則第 70 条が適用される場合、東京

→品川間はどのように計算するのか。発売時の旅

客の申告経路で発売するのか。 

③ 別紙１のⅡの場合で、営業規則第 70 条が適用さ

れる場合、例えば「新幹線経由で計算する」といっ

た、大都市近郊区間制度のような、頻雑さをなくす

規定は作らないのか。 

④ 慣例的に精算時は最安運賃で計算されている

が、運送契約が適正に行われるよう、精算時は実

経路で徴収する旨を明示する規定を作ったらいか

がか。 

 申請者の JR 東日本に確認したところ、以下のとお

り回答がありました。 

①について 

 ご質問いただいた経路の乗車に関しては、別紙 1 の

Ⅱ、2（3）②の現行に規定されている別の線路として

取り扱うこととなるため、現行と取扱いは変わらず

片道乗車券で購入いただくことができます。 

 

②及び③について 

今回の運賃改定に伴い、東京・品川間において、東

海道線（在来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線

の運賃水準が異なることとなり、別の線路として取

り扱うため、普通乗車券の売り分けを行うことから、

旅客営業規則第 70条に定める特定区間から東海道新

幹線の東京・品川間を除外するものです。 

これに伴い、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合があり

ます。 

一方で、新幹線と在来線を乗り継ぐ利用者の利便

性を阻害しないよう、関係事業者間で検討してまい

ります。 

 

④について 

 旅行開始後の乗車変更の取扱いに関して、大都市

近郊区間内完結での変更においてはご乗車いただい

た経路に関わらず最安経路で精算を行っております

が、それ以外のケースにおいては実経路での精算と

なります。 

４８ 東京・品川間などの並行区間で既に持っている乗

車券の経由と、実際に乗車する経由が異なる場合の

申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の

申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在



 

 

差額支払事務が煩瑣になるという問題が発生する

が、これをどう解決するのか？ 

小倉・博多間みたいに区間変更券を購入させると

しても東京では利用客が多く、ただでさえ乗換改札

機が混雑しているのに更なる混乱を招く可能性が高

い。 

いっそ当該区間はどちらかの運賃額に合わせてし

まい、それに伴う認可は特例としてみなし認可とす

るなどの措置を講じてはどうか？ 

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、旅行開始後に乗車券と異なる経路に変更さ

れる場合、原則経路変更の取扱いとして、変更される

区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額

をいただくこととなりますが、一方で、新幹線と在来

線を乗り継ぐ利用者の利便性を阻害しないよう、関

係事業者間で検討していくとのことです。 

関東運輸局及び中部運輸局としましては、みなし

認可とするなどの措置に関するご意見につきまして

は、制度全般を所掌する国土交通省とも共有させて

いただきます。 

４９ 1. 利用者の視点を無視した議論である 

利用者は長年にわたり、目的地や所要時間に応じ

て両線を一体の「東海道」ルートとして認識し、使

い分けてきた。 

これは単なる習慣ではなく、両路線が東京、品

川、小田原、熱海といった主要駅を共有し、一体的

な交通網として機能してきた当然の帰結である。 

事業者分割という経営上の都合を、利用者が享受

してきた利便性や権利よりも優先することは、公共

交通機関としての何より JR としての社会的責任を放

棄する行為に等しい。 

 

2. 歴史的経緯を軽視している 

そもそも東海道新幹線は、逼迫する東海道本線の

輸送力を補完する「バイパス」として建設されたも

のであり、その起源と役割は不可分である。 

国鉄民営化によって事業者が JR 東日本と JR 東海

に分割されたからといって、この歴史的事実や路線

が持つ社会的な一体性が失われるわけではない。 

「別事業者だから別路線」という主張は、民営化の

目的が利用者の利便性を損なうことではなかったは

ずだという根本を履き違えた論理の飛躍である。 

 

3. 運賃値上げの口実でしかない 

今回の申請が「運賃値上げ」を目的としているこ

申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の

申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

なお関東運輸局及び中部運輸局としましては、今

般の申請については鉄道事業法第 16 条第 2 項に基

づき、鉄道事業の収支により、能率的な経営の下に

おける適正な原価に適正な利潤を加えたものを超え

ないものであるかどうか審査して認可いたしまし

た。 



 

 

と自体が、この主張の本質を物語っている。路線の

定義という公共性の高い問題を、一事業者の収益改

善の手段として利用することは、社会的な信頼を著

しく損なうものである。 

無論 JR 東日本の運賃値上げは社会情勢を鑑みれば

仕方のない事象と考える。 

しかし一方で JR の一体性を放棄し、路線の歴史や

公共性を歪めて解釈することは許されない。 

 

以上の理由から、今回の申請は利用者の利益に反

し、歴史的経緯を無視した不当なものである。 

事業者の都合ではなく、あくまで利用者の視点と

路線の公共性に基づき、両線の一体性を維持すべき

である。 

５０ 東海道新幹線と東海道本線東京熱海間の別線化に

関しては問題がある。 

本来、新幹線は元々あった在来線の長距離列車を

高速化かつ専用線に移設したものだ。それゆえに新

幹線と在来線は同一の路線として扱われた。 

現代においてもインターネット予約ではなく、窓

口または券売機で従来の紙のきっぷを購入し乗車す

る利用者は一定数存在する。この別線化はそういっ

た人たちへの配慮を欠いていると言わざるを得な

い。 

具体例として事前に在来線経由の乗車券を購入し

直前に新幹線を利用することになった場合だ。 

同一であれば特急券を買うことでそのまま乗車が

可能だが、別線化すると乗車券の変更または買い直

しが必要となり利用者に不便を掛けること(場合によ

っては不正乗車を誘発)になってしまう。 

逆に新幹線経由で購入したものの直前に在来線を

利用することになってしまった場合も同じで混乱を

招くことになる。これらの事例は現状でもインター

ネット予約では対処が難しく配慮が必要となる。 

よって別線化は行うべきではなく、この区間につ

いては新幹線も在来線と同じ運賃を導入。 

それが無理でも山陽新幹線新下関博多間と同様に

在来線経由の乗車券ならそのまま新幹線へ、新幹線

経由の乗車券なら差額を支払うことで在来線に乗車

できるように配慮する必要がある。 

申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の

申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、旅行開始後に乗車券と異なる経路に変更さ

れる場合、原則経路変更の取扱いとして、変更され

る区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差

額をいただくこととなりますが、一方で、新幹線と

在来線を乗り継ぐ利用者の利便性を阻害しないよ

う、関係事業者間で検討していくとのことです。 

５１ 【対象事業者】 申請者の JR 東日本及び JR 東海によると、今回の



 

 

東海旅客鉄道株式会社 

【意見】 

申請は JR 東日本の運賃改定に伴うものであり認可

することが適当と考えますが、申請内容について説

明が不足している点や運賃の計算方法に曖昧な点が

あるため、利用者への丁寧な説明を求めます。 

 

▼ 説明が不足していると思われる点について 

今回の認可申請の内容について、申請日時点にお

いては JR 東海より利用者への告知が特段されていな

いように見受けられます。 

営業キロ等の計算方法が変更されることにより運

賃がどのように変わるのかを、具体例を付して利用

者にわかりやすく案内いただきたいです。 

また、現行は東海道新幹線と JR 東日本線との乗換

を東京駅と品川駅のどちらでするか当日の状況に応

じて選択できますが、この取扱いがどのように変わ

るのかも周知いただきたいです。 

 

▼ 申請内容のうち JR 東海線内のみを利用する場合

について 

品川駅に関連する区間の営業キロ等の計算方が追

加されていますが、新横浜駅に関する項目は記載が

ありませんでした。 

新横浜駅発着となる区間では上限運賃に変更はな

いのでしょうか？ 

なお、東海道新幹線の新横浜駅は横浜市内にある

駅のため、原則として JR 東日本線の横浜駅からの営

業キロにより運賃を算出する認識です。 

新横浜駅から名古屋駅まで東海道新幹線経由で乗

車する場合、現在認可されている計算方法により求

めた営業キロは次のどちらになりますでしょうか？ 

 （ア） 新横浜-名古屋 337.2km 

 （イ） 横浜-東神奈川-新横浜-名古屋 345.1km 

また、実際に旅客より収受する運賃は現在（ア）

の営業キロにより求めた運賃となっている認識です

が、今回の申請が認可された場合、上限の範囲内で

届出する実施運賃（実際に旅客より収受する運賃）

に変更はありますでしょうか？ 

 

▼ 申請内容のうち JR 東海以外の JR 線と連続して乗

車船する場合について 

申請に伴い、東海道新幹線を利用し、横浜市内が適用

となる場合の運賃計算については、新横浜駅を中心

とした運賃計算キロを適用し、現行と比較して旅客

不利とならないように検討するとのことです。 

なお、本件については、既に認可を得ている上限運

賃の範囲内での設定となるため、今回申請事案には

含まれないとのことです。 

このため、ご質問の新横浜から名古屋駅まで東海

道新幹線経由で乗車する場合には、引き続き（ア）

の営業キロにより求めた運賃が適用となるとのこと

です。 

また、ご質問【Ａ】の長津田駅から名古屋駅まで

新横浜乗換で東海道新幹線経由で乗車する場合に

は、引き続き（ア）の営業キロにより求めた運賃、

ご質問【Ｂ】の新横浜駅から品川乗換で常磐線湯本

駅まで乗車する場合には、（カ）の営業キロ及び品

川～湯本間のＪＲ東日本利用区間の営業キロに対す

る加算運賃が適用となるとのことです。 



 

 

東京都区内および山手線内等にある駅に関しては

変更の記載がありますが、横浜市内については記載

がありませんでした。横浜市内発着となる区間で

は、JR 東日本線内の加算運賃を除くと上限運賃に変

更はないのでしょうか？ 

なお、東海道新幹線の新横浜駅は横浜市内にある

駅のため、原則として JR 東日本線の横浜駅からの営

業キロにより運賃を算出する認識です。 

次の 2 つの経路について、現在認可されている計

算方法により求めた営業キロは、それぞれいずれの

キロ程になりますでしょうか？ 

【Ａ】 JR 東日本横浜線長津田駅から新横浜駅乗換

で東海道新幹線名古屋駅まで乗車する場合 

 （ウ） 新横浜-名古屋 337.2km 

 （エ） 横浜-小田原-名古屋 337.2km 

 （オ） 横浜-東神奈川-新横浜-名古屋 345.1km 

【Ｂ】 東海道新幹線新横浜駅から品川駅乗換で JR

東日本常磐線湯本駅まで乗車する場合 

 （カ） 新横浜-品川-日暮里-湯本 236.1km 

 （キ） 横浜-品川-日暮里-湯本 236.1km 

 （ク） 横浜-東神奈川-新横浜-品川-日暮里-湯本 

244.0km 

また、実際に旅客より収受する運賃は現在（ウ）

および（カ）の営業キロにより求めた運賃となって

いる認識ですが、今回の申請が認可された場合、上

限の範囲内で届出する実施運賃（実際に旅客より収

受する運賃）に変更はありますでしょうか？ 

５２ 値上げ自体は妥当だが、認可すべてに容認するこ

とはできない。 

以下に示す意見をもとに実践すれば再考の余地は

ある。 

 

意見 1、在来線特急料金の見直し 

特急草津・四万やいなほなども、全席指定かつ事

前料金と車内料金制に移行すべき。B 特急料金廃

止、4 段階ある普通指定席料金の適用日を JR 他社と

合わせる 

 

２、東京熱海間別線化で利用客や JR 東海に混乱を招

いたり迷惑をかけたりしないこと 

 

３、オフピーク定期区間拡大に合わせて東京電車特

ご意見２について、申請者の JR 東日本によると、

今回の申請により、東京・熱海間においては、東海道

線（在来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運

賃水準が異なることとなり、別の線路として取り扱

うため、普通乗車券の売り分けを行うとのことです。  

なお、東海道新幹線から東海道線へ経由を変更す

る等の乗車変更に際しては、引き続き使用開始前 1 回

に限り、無手数料で差額収受又は払い戻しの上、変更

が可能とのことです。 

また、旅行開始後に乗車券と異なる経路に変更さ

れる場合、原則経路変更の取扱いとして、変更される

区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額

をいただくこととなりますが、一方で、新幹線と在来

線を乗り継ぐ利用者の利便性を阻害しないよう、関

係事業者間で検討していくとのことです。 



 

 

定区間も拡大 

大阪環状線運賃廃止と引き換えに大阪電車特定区

間を広げた JR 西日本のやり方を踏襲すればいい。最

低でも私鉄競合区間は特定区間を新規設定する 

 

４、ジャパンレールパスの再値上げ 

ジャパンレールパス再値上げと同時に盛岡以南を

はやぶさ・こまちで利用する場合にオプション券の

導入を。 

のぞみ・みずほではすでに導入している 

 

５、成田空港と空港第２ビル各駅利用者には３５０

円前後の加算運賃を 

日常生活に影響のない駅の利用にはさらなる値上

げができる余地がある 

 

６、幹線と地方交通線区分の見直し 

例えばミニ新幹線が走らない新庄大曲間は地方交

通線に降格、ミニ新幹線が走る盛岡大曲間は幹線に

昇格…など。現在の利用状況に合わせて区分見直し

を 

 

７、山手線など首都圏の運行本数や間隔を 2019 年並

みに戻す 

運賃値上げかつ複便が不十分では他線に利用客が

流れるだろう。 

川越線の複線化工事着手も求める 

その他ご意見につきましては、申請者の JR 東日

本へお伝えいたしました。 

５３ 意見 

旅客営業規則第 70 条に規定された区間から、東海

道新幹線の東京～品川間を除外する案には反対で

す。 

この変更は、運賃計算を複雑にし、旅客の利便性

を著しく損なうため、見直しを求めます。 

また、今回の運賃改定により、東神奈川～小田原

間の選択乗車についても見直されるものと思われま

すが、新横浜駅と横浜駅が離れた箇所にあるという

横浜特有の事情も考慮することを強く求める。 

 

理由 

 運賃計算の複雑化と旅客の利便性低下 

 現行の規則では、東海道新幹線と東海道本線は同

一の経路として運賃を計算しており、旅客にとって

申請者の JR 東日本によると、今回の運賃改定に伴

い、東京・品川間において、東海道線（在来線）と JR

東海が運営する東海道新幹線の運賃水準が異なるこ

ととなり、別の線路として取り扱うため、普通乗車券

の売り分けを行うとのことから、旅客営業規則第 70

条に定める特定区間から東海道新幹線の東京・品川

間を除外するとのことです。 

これに伴い、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合がある

とのことです。 

また、今回別線化をすることに伴い、小田原以遠

（早川方面）の各駅と横浜・新横浜間の各駅との相

互間における東海道線と東海道新幹線の選択乗車は



 

 

分かりやすい仕組みになっています。 

 東京～品川間を別区間として扱うと、第 70 条に規

定された区間を通過する旅客の運賃計算が複雑にな

り、旅客が正確な運賃を把握することが困難になり

ます。 

 

代替案 

 もし、どうしても東海道新幹線と東海道本線で異

なる運賃としたいのであれば、品川～熱海駅間のみ

を別線扱いとして、新下関～博多間のように新幹線

経由と在来線経由の運賃を設定することを提案しま

す。 

 この方式であれば、東京～品川間を同一とみなし

つつ、運賃上の区別をつけることが可能となり、運

賃計算の複雑化を最小限に抑え、旅客と事業者双方

の負担を軽減できます。 

廃止する予定とのことです。 

５４ 電子ファイル添付による提出ができないのはな

ぜ？ 

オフピーク定期券を政令指定都市である仙台・新

潟両エリアにも導入すべきでは？ 

金融や不動産に力を入れすぎて鉄道事業がおろそ

かになっていないか？ 

輸送密度が 400 を切る区間はさすがに廃線にすべ

きでは？そうすれば、首都圏の運賃値上げ幅は縮小

できるはず。特に陸羽東線の県境区間、山田線の盛

岡タウン以外、米坂線の不通区間は存在意義が薄す

ぎる。 

その代わりに、輸送密度が 8000 程度あり、運行本

数が 1 本／ｈの区間は本数倍増を。 

東北新幹線東京駅利用には 210 円加算されるが、設

定から 30 年を超えても減額されないのはおかしい。

加算の減額もしくは廃止を。 

本ご意見につきましては、申請者の JR 東日本にお

伝えしました。 

なお、ご意見提出方法として電子ファイルの添付

を不可としているのは、関東運輸局及び中部運輸局

のシステムセキュリティによって閲覧できない等の

トラブルを避けるためです。 

５５ 前回 JR 東日本と国土交通省が募集したパブリック

コメントにて質問削除と回答拒否された投稿者がい

たという。 

的外れな批判や誹謗中傷をしていないにも関わら

ず。行き違いの場合もあるが、なんにせよ意見の隠

蔽は許される行為ではない。 

https://jikokuhyo.train-

times.net/column/jreast20250801 

ご一読を。 

前回のパブリックコメントにつきましては、令和 6

年 12 月 6 日付けの認可申請に関して国土交通省鉄道

局にて募集した案件となっております。 

なお、同局へ確認したところ、質問削除及び回答

拒否した事実はないとのことです。 

https://jikokuhyo.train-times.net/column/jreast20250801
https://jikokuhyo.train-times.net/column/jreast20250801


 

 

５６ 今回の旅客運賃の変更は東日本旅客鉄道の都合に

よるのであるから、それに伴う東海旅客鉄道側の機

器改修費用 397 百万円は、東日本旅客鉄道が負担す

るべきである。 

そうでなければ、東海旅客鉄道とその利用者、株

主等のステークホルダーが不当に不利益を被ること

になる。適切な対応がなされることを望む。 

「新会社がその事業を営むに際し当分の間配慮す

べき事項に関する指針」（平成 13 年 11 月７日国土交

通省告示第 1622 号）の「Ⅱ 配慮すべき事項」にお

いて、JR 各社に跨がって乗車する場合の運賃・料金

について、「通算制」及び「遠距離逓減制」とするよ

う定められています。 

申請者の JR 東海によると、この指針に「通算制」

とするよう定められていることを受けて、JR 各社に

跨がる乗車券類は、各社が相互発売を行うとともに、

乗車券類の改札等の取扱いも相互に行っているとの

ことです。 

また、関係機器類の改修にかかる費用は、JR 他社

が実施する運賃改定や制度改正に起因するものであ

っても、自社が負担とすることを基本とし、詳細に

ついては関係会社間で都度協議しているとのことで

す。 

５７ JR 東日本の 8 月 1 日付プレスリリースを拝見しま

したが、運賃改定申請時のプレスリリースと同様に

経営状況の比較対象がコロナ禍前の JR 東日本になっ

ており、同様の運賃体系を使用しつつも今回値上げ

しない JR 東海、西日本との経営状況の違いがプレス

リリース上で説明されていないことにやはり違和感

を覚えました。 

JR 東海はともかく、JR 西日本よりも JR 東日本の

経営状況などが良好ではないことを客観的に示すデ

ータが存在するなら利用者に開示すべきだと思いま

すし、それができないのなら運賃改定などすべきで

はないと思います。 

本件申請につきましては、東京・熱海間において、

東海道線（在来線）と JR 東海が運営する東海道新幹

線の運賃水準が異なることとなり、別の線路として

取り扱うため普通乗車券の売り分けを行うことによ

る適用方法及び計算方法を変更するものでありま

す。 

なお、JR 東日本の上限運賃変更そのものにつきま

しては、令和 7 年 8 月 1 日付けで認可となっており

ます。 

５８ １ 報告事項であって今回の認可の可否に直接かか

わるものではないと思いますが、東日本旅客鉄道株

式会社からの申請新旧対照表新の欄Ｉの第５の３

の（２）において、改正後は図中の太線区間から東

海道新幹線中東京・品川間を除外する旨の規定（以

下「本件除外規定」といいます。）が加えられていま

す（以下「本件報告変更」といいます。）が、これに

関し次に掲げる事項について見解を伺いたく存じ

ます。 

（１） 本件除外規定は、東日本旅客鉄道株式会社の

旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方法及

び適用方法のうちＩ 当社線内のみを利用す

る場合に規定されていますが、東日本旅客鉄道

１について 

（１）について、申請者の JR 東日本によると、特定

都区市内制度に関しては、従前より自社線内のみ及

び JR 他社に跨がる場合ともに適用を行っておりま

す。 

このような場合においては、「Ⅰ当社線内のみを

利用する場合」に規定した上で、「Ⅱ 当社と北海

道旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日

本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九

州旅客鉄道株式会社の営業線を連続して乗車する場

合の旅客運賃・料金の計算方法並びに適用方法」の

「旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方」等におい

て、営業キロ又は運賃計算キロを用いて旅客運賃を



 

 

株式会社と東海旅客鉄道株式会社の営業線を

連続して乗車する場合においても、準用規定等

により適用されることとなるものですか。 

 

（２） 本件報告変更の実施後に、例えば、新横浜

以遠（小田原、菊名及び小机方面）から東海

道新幹線・東京駅・総武本線経由で亀戸以遠

（平井方面）に乗車する旅客と、同区間を東

海道新幹線・品川駅・東海道本線・東京駅・

総武本線経由で乗車する旅客との間で、運賃

が異なることはありますか。 

新横浜以遠（小田原、菊名及び小机方面）

から東海道新幹線・東京駅・中央本線経由で

吉祥寺以遠（三鷹方面）に乗車する旅客と、

同区間を東海道新幹線・品川駅・山手線・新

宿駅・中央本線経由で乗車する旅客との間に

ついても同様ですか。 

 

（３） 従来、東海旅客鉄道株式会社は、繁忙期を

中心に東京駅の混雑を緩和するため、車内放

送によって品川駅での乗換えを推奨する案内

を実施していたものと承知しています。 

（２）において運賃が異なることがあるので

あれば、本件報告変更の実施後において、新

横浜以遠（小田原、菊名及び小机方面）から

東海道新幹線・東京駅・総武本線経由で亀戸

以遠（平井方面）に乗車する予定であった旅

客が、予定を変更して品川・東京間を東海道

本線に乗車することとした場合は、運賃を追

加で収受することとなりますか。 

 

（４） （２）及び（３）が正しい場合においては、

従来東海道新幹線から在来線に乗り換える際

に、品川駅と東京駅のいずれで乗り換えても

運賃が異ならず、予定を変更しても特段の手

続を要さないことを前提としていた旅客に対

して混乱を生じさせることが考えられます。  

これを抑制するため、東日本旅客鉄道株式

会社及び東海旅客鉄道株式会社においては、

東日本旅客鉄道株式会社の運賃改定に関する

広報とは別に、十分に広報を行う考えはあり

ますか。ある場合は、どのような方法を検討

計算する場合は、各会社の営業キロ等を通算して計

算することを規定していることから、特定都区市内

制度については JR 他社跨り時においても適用する

整理としているとのことです。 

（２）について、申請者の JR 東日本によると、今回

の運賃改定に伴い、東京・品川間において、東海道線

（在来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃

水準が異なることとなり、別の線路として取り扱う

ため、普通乗車券の売り分けを行うとのことから、旅

客営業規則第 70 条に定める特定区間から東海道新幹

線の東京・品川間を除外するとのことです。 

これに伴い、新横浜以西から東海道新幹線を利用

して中央線方面に向かう場合、品川乗換の場合と東

京乗換の場合とでは運賃計算経路が異なるため、距

離の長い東京乗換の方が運賃が高くなる場合がある

とのことです。 

（３）について、申請者の JR 東日本によると、今回

の申請により、東京・熱海間においては、東海道線（在

来線）と JR 東海が運営する東海道新幹線の運賃水準

が異なることとなり、別の線路として取り扱うため、

普通乗車券の売り分けを行うとのことです。 

なお、輸送障害時における取扱いについては、利

用者に迷惑をおかけすることがないよう、対応を検

討しているとのことです。 

（４）について、申請者の JR 東日本によると、運賃

改定に関する利用者への周知は「鉄軌道事業の情報

提供ガイドライン」に基づき、運賃等の改定の概要や

改定率などの情報について、プレスリリースの実施

や運賃改定に係る特設サイト「運賃改定の申請のお

知らせ」の開設、駅貼りポスターや中吊りポスターの

掲出などによりご案内を行っていますが、今後につ

いては、今回の運賃改定の理由や背景、改定内容、改

定に伴う制度改正内容を丁寧にご説明できるよう、

ポスターや新聞広告、パンフレット等の各媒体を活

用し、丁寧に周知していく予定とのことです。 

 関東運輸局及び中部運輸局としましても、引き続

き利用者への周知は丁寧に行うよう指導してまいり

ます。 

 

２について 

現行の運賃制度は、鉄道事業法の定めに基づくも

のであり、総括原価方式の下での上限価格制が採用



 

 

していますか。 

また、各運輸局にあっては、各社に対して

広報等の措置を講ずることを求める考えはあ

りますか。 

 

２ 今回の認可申請は、既に認可のあった東日本旅客

鉄道株式会社の運賃改定の実施に関し必要な変更

であるとしていますが、１に掲げる事項に限らず、

東京・熱海間の東海道新幹線と東海道本線との間の

別線化により、旅客に分かりにくい運賃への変更と

なっていると考えます。 

別線化を避けるため、総括原価方式の枠内で新幹

線特急料金との間で調整すること等により東海旅

客鉄道株式会社の東海道新幹線東京・熱海間の運賃

を値上げすることはできなかったのでしょうか。 

また、将来的な法令の設計として、旅客鉄道会社

のうちある会社の運賃改定に伴う他の会社の制度

変更により、当該他の会社を利用する旅客に不便を

与える場合には、当該他の会社の運賃改定について

総括原価方式を緩和することも考えられるのでは

ないでしょうか。 

 

１は東日本旅客鉄道株式会社の申請及び東海旅客

鉄道株式会社の申請への意見、２は東海旅客鉄道株

式会社の申請への意見です。 

され、総括原価が総収入を上回る場合に、事業者の判

断で運賃改定を申請できる仕組みになっています。 

申請者の JR 東海によりますと、現在のところ、運

賃・料金の上限価格の改定申請は出来る状況ではな

いとのことでした。 

なお、総括原価方式の緩和に関するご意見につき

ましては、制度全般を所掌する国土交通省とも共有

させていただきます。 

５９ もう終わったことだから仕方ないけど、言いたいこ

とはある。 

東日本の運賃改定で、電車特定区間一部廃止や山

手線内運賃を幹線統合するならまだいいが他社を跨

ぐ時の通算加算運賃の導入や、東京熱海間が在来線

東日本と新幹線東海で運賃が異なることによる別線

化だけはやめて欲しかった。 

国土交通省からもそれだけは認可をするべきでは

なかった。 

JR 東日本の普通旅客運賃に係る上限変更認可申請

については、令和 7 年 8 月 1 日付けで認可となって

おります。 

本ご意見につきましては、申請者の JR 東日本へ

お伝えいたしました。 

 


